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〔研究ノート〕

イギリスにおけるたばこ規制－新たな動き(その１)

捧 剛
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止

2. 未成年者が同乗する自家用車

内等における喫煙の禁止（以上

本号）

3. 標準化パッケージの導入

4. 電子たばこ等の規制

5. 2014年たばこ製品に関する

EU指令

6. おわりに

0.はじめに

2013年までのイギリスにおけるたばこ規制については、すでに見てきたと

ころであるが、それ以降、いくつかの新たな動きがあったので、本稿では、

それを紹介することにする。

新たなたばこ規制のほとんどは、代理購入の禁止や標準化パッケージの導

入といった、これまで何度となく、議会の内外において議論の俎上に載せら

れてきたものの、実現にはいたらなかったものである。そして、それらに共

通する目的は、たばこの害からいかに児童および青少年を保護するか、また

はいかにして自身の健康に有害な喫煙を児童および青少年に始めさせないよ

うにするかということにある。そう考えれば、そうした規制をついに実現し

たのが、2014年児童保護および家族法（Children and Families Act 2014.

以下、2014年法と
(1)

する）第91条から第95条とそれらに基づく下位立法である

としても不思議ではないであろう。しかし、実際のところ、それらの規定
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は、2014年法案が庶民院を通過し、貴族院に送られた段階では全く盛り込ま

れておらず、後に、貴族院における委員会審議から第３読会にかけての議論

の中で、政府提案または議員提案の修正が認められた結果として、付け加え

られたものである。そして、一部には、こうしたたばこ規制は、労働党の政

策にありがちな過保護国家（nanny state）化を推し進めるものであるとし

て、規制に賛成する労働党議員を非難し
(2)

たり、逆に、特定のたばこ規制に反

対する姿勢を典型的な保守党気質と揶揄したり
(3)

する論調も見られるが、基本

的には、今回のたばこ規制をめぐる動きは、非党派的なものであり、議論の

中でもそのことが強調されて
(4)

いるだけでなく、採決もすべて自由投票で行わ

れている。そこで、本稿では、そうした議会での議論を中心に見ていくこと

にし
(5)

たい。

なお、たばこ製品に課される税率は、2013年度以降も、次頁の表
(6)

0-1が示

すとおり、毎年引き上げられており、2015年の改訂により、平均して、20本

入りのたばこ１箱がおよそ16ペンス、５本入りの小さい葉巻１箱が５ペン

ス、25グラム入り手巻き用たばこ１袋が16ペンス、および25グラム入りパイ

プ用たばこ１袋が９ペンス、それぞれ値上がりする計算となる。こうした税

率の引き上げは、元来は、インフレによって実際上の税価値が下がらないよ

うに、インフレ率にあわせて実施されるものであったが、2010年の予算編成

にあたって、当時の労働党政権がたばこ規制の一環として、2014-2015年度

まで、毎年、小売物価指数（retail price index）に２％を上乗せして税率を

決するもの
(7)

とし、その後の連立政権も、この施策の維持を確認して
(8)

いる。な

お、2011年には、やはりたばこ規制政策として、安価なたばこ製品にかかる

税額を増やす目的のために、従価税（ad valorem duty）と従量税（specific
 

duty）のバランスが変更され、従価税が16.5％に引き下げられる一方で、

従量税は、小売物価指数に25％を上乗せする形で、その税率が大幅に引き上

げら
(9)

れた。
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1.たばこ製品等の代理購入の禁止

⑴ 端 緒

まず、議会において、何度となく議論の俎上にのぼりながら、常にその導

入が見送られていたたばこ製品の代理購入（proxy purchase）の禁止であ

るが、2014年法第91条によってついに実現されることとなった。

この問題が、2013-2014年会期において最初に提起されたのは、たばこ製

品に関する EU指令についての庶民院での質疑の際に、スコットランドにお

いてすでに導入されているたばこ製品の代理購入
(10)

禁止をイギリス全土に拡大
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表0-1 イギリスにおいてたばこ製品に課される税 (1995年以降)

改定年月日

紙巻きたばこ

従価税
(％)

従量税
(ポンド/1,000
本あたり)

葉 巻
(ポンド/キロ
グラムあたり)

手巻きたばこ

(ポンド/キログラムあたり)

その他

(ポンド/キログラムあたり)

1995年11月28日 20 62.52 91.52 85.94 40.24

1996年11月26日 21 65.97 98.02 87.74 43.10

1997年12月１日 21 72.06 105.86 87.74 46.55

1998年12月１日 22 77.09 114.79 87.74 50.47

1999年３月９日 22 82.59 122.06 87.74 53.66

2000年３月21日 22 90.43 132.33 95.12 58.17

2001年３月７日 22 92.25 134.69 96.81 59.21

2002年４月17日 22 94.24 137.26 98.66 60.34

2003年４月９日 22 96.88 141.10 101.42 62.03

2004年３月17日 22 99.80 145.35 104.47 63.90

2005年３月16日 22 102.39 149.12 107.18 65.56

2006年３月22日 22 105.10 153.07 110.02 67.30

2007年３月21日 22 108.65 158.24 113.74 69.57

2008年３月12日 22 112.07 163.22 117.32 71.76

2008年11月24日 24 112.07 169.74 122.01 74.63

2009年４月22日 24 114.31 173.13 124.45 76.12

2010年３月24日 24 119.03 180.28 129.59 79.26

2011年３月23日 16.5 154.95 193.29 151.90 84.98

2012年３月21日 16.5 167.41 208.83 164.11 91.81

2013年３月20日 16.5 176.22 219.82 172.74 96.64

2014年３月19日 16.5 184.10 229.65 180.46 100.96

2015年３月18日 16.5 189.49 236.37 185.74 103.91



する意図があるか否かを自由民主党の Lorely Burtが質した時で
(11)

ある。その

際に、保健担当政務官 Jane Ellisonは、児童が喫煙を始めないようにする

ことは、政府の最優先政策の１つであるとし、スコットランドの立法の効果

を注視していると述べつつも、スコットランドは規制の構造がやや異なる点

を指摘し、同様に酒類も規制の構造が異なるので、酒類において代理購入が

犯罪とされているからといって、そこから単純に類推することはできないと

した。さらに、次のように述べて、代理購入を犯罪とすることの実効性に疑

問を呈している。すなわち、「販売可能年齢を含む、きわめて多くのたばこ

規制立法の執行は、地方政府の取引基準監督官の責務です。…現在のとこ

ろ、取引基準監督協会（Trading Standards Institute）は、未成年者のたば

こ製品の入手に対抗するいかなる追加的な措置についても、原則として支持

を表明する一方で、我々［政府］に対して、酒類に関する犯罪からの経験

は、たばこ製品の代理購入を犯罪として取り締まることの実施が困難である

蓋然性が高いであろうことを示していると回答してきています。実際のとこ

ろ、犯罪であることの立証は、時に困難ですし、また、効果的な法の執行

は、買い物客と販売店の行動の監視を必要とし、それは、時間の浪費と資源

の集中的な投入になり得るもの
(12)

です」。

ただし、「代理購入の犯罪化の潜在的効果について証拠を有している議員

の皆さんには、特に、それら［の証拠］が、効果的な執行のための実際的な

可能性に関する、取引基準監督官からのフィードバックである場合には、私

に書面にてお知らせ下さるよう促したいと思い
(13)

ます」と述べ、議論の扉を完

全に閉ざしはしなかった。この政府の姿勢は、以下に見るように、2014年法

案の修正案としてたばこ製品の代理購入を犯罪とする規定の導入を自らが提

案するまで、基本的に、かわることはなかった。

⑵ 貴族院：反社会的行為および犯罪取締法案の委員会審議

その後、反社会的行為および犯罪取締法案（Anti-social Behaviour,

Crime and Policing Bill）に関する貴族院での委員会審議の際に、より具体

的な形で、この問題が再度議論されることとな
(14)

った。労働党所属の Baron-
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ess Thorntonが、以下の条項を新たに法案に付け加えるよう求めたので
(15)

ある。

(児童に代わってのたばこ製品の代理購入)

第⑴項 18歳未満の者に代わってたばこ製品または手巻きたばこ用紙を購

入し、または購入しようとする者は、刑法上の犯罪につき処罰されるも

のとする。

第⑵項 第⑴項に基づく犯罪につき有罪とされた者は、略式起訴犯罪につ

いて有罪とされ、刑罰基準スケール第５級以下の
(16)

罰金を科されるものと

する。

提案の主たる理由として、Baroness Thorntonは、未成年者にたばこ製

品を売ることが犯罪とされている中にあって、代理購入を処罰の対象としな

いことが重大な抜け穴になっていることを指摘する。すなわち、他者に購入

を依頼することが未成年者がたばこ製品を入手する主要な方法の１つであ

り、取引基準監督局の推計では、未成年の喫煙者の約46％が代理購入によっ

てたばこ製品を入手している事実がある以上、すでに述べた庶民院での質疑

において、代理購入を犯罪とすることの効果を疑問視した Ellison政務官の

見解には賛成しかねるとしている。また、スコットランドがすでに代理購入

を禁止しているだけでなく、北アイルランド行政府も禁止を検討しているこ

とを指摘
(17)

する。

さらに、酒類については、すでに代理購入が禁止されていること、加え

て、コンビニエンス・ストア協会（Association of Convenience Stores）

が、たばこ製品も酒類と規制を同一にすべきであるとして、たばこ製品の代

理購入禁止を公式に支持している点も根拠としてあげている。また、この修

正案の定める罰も、酒類の代理購入と平仄をあわせたものであると説明して

いる。最後に、たばこの代理購入は、重大な問題であり、それは、18歳未満

の者にとって、その残りの人生の間ずっと、健康に害となる影響を与えるも

のだとして、政府に対して、代理購入を犯罪とすることをもって禁止するこ

の修正案の受け容れを求めている。

國學院法學第53巻第1号 (2015) (184)5



この修正案に対しては、まず、労働党の Baroness Crawleyが、次のよう

に述べている。

たばこの代理購入に対抗するいかなる動きも、取引基準監督官からの十

分な支持が得られるでしょうが、有効な執行と適切な監視という大いなる懸

念材料が存在しています。代理購入に関する最近の調査では、…販売者側か

ら立法化に対する強い要望があることがわかりました」が、「…さらなる対

策を講じる前に、より詳細な調査が必要であると結論づけられています。そ

れは、国レベルで定期的に行われている喫煙に関する調査に、代理購入の本

質と範囲についてより正確に把握し得るような調査項目を含めるべきだと示

唆してい
(18)

ます」。

Baroness Crawleyは、ほかにもKentの取引基準監督局との協力のもと

に実施された未成年者による酒類入手に関する調査が、増加する代理購入の

問題には、より広範な地域社会による取り締まりとより厳しい処罰をもって

臨むべきだと勧告していることをあげ、それらがたばこ製品にも適用し得る

だろうとした上で、法律があってもなお、その執行方法が重要だと強調す

る。そうした上で、スコットランドにおけるたばこ製品の代理購入処罰の立

法がどのような効果をあげているか、政府は調査をしているのかを質してい

る。

Baroness Crawleyがスコットランドにおける法の執行状況に疑問を抱く

根拠は、自らがスコットランド中西部の Renfrewshireの取引基準監督官か

ら得た情報として、当該地域では、13歳児童の54％、15歳児童の55％がたば

こ製品を他者から入手しており、しかも、13歳児童の35％は、面識のない第

三者から入手していると報告されていることにある。しかし、立法には原則

として賛成するものの、取引基準監督局がその執行の職責を担うという方法

についての疑問を繰り返す Baroness Crawleyの意図は、結局のところ、次

の発言に集約される。すなわち、「過去３年間に、この国のあらゆる地域で

取引基準監督局が直面している職員と予算配分の削減を考えると、［この立

法］の執行は、きわめて困難でしょう。…大臣は、この提案されている立法
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の執行、そして、実際のところ、既存の立法の執行について、政府が、地方

政府に資源を配分するという形で、何らかの援助をすることを考えていると

言うことができま
(19)

すか」。

これらの主張に対して、政府を代表して、保守党所属の Lord Ahmadは、

児童や青少年に代わってたばこ製品を購入することが悪であるということ

は、議会の一致した考えであろうこと、および中毒性を有する喫煙は、一般

的に、仲間、友人、その他喫煙を勧める誰かからの圧力によって、少年期ま

たは青年期に始められるものであることを認めた上で、これまでのたばこ規

制により、若い世代における喫煙率は減少してきてはいるものの、イングラ

ンドにおいては、毎年、30万人以上の16歳未満の者が喫煙を始めようとして

いると見積もられていることを指摘し、「児童および青少年のたばこ製品の

入手を減じることは、今でも政府の最優先事項であり、また、青少年の喫煙

率を減少させることも［達成されるべきこととして］決定されていること
(20)

です」と、この問題に対する政府の一般的な姿勢を説明した。さらに、「小

売店の大部分は法を遵守し、販売方法について良心的です。私は、18歳未満

の青少年への販売を強く拒否することを含め、法に従ったたばこ製品の販売

を確保する上で、小売店の果たす役割が重要であることを認識しています。

そうしたことが困難であり得ることは承知しておりますし、議員の一部と小

売店の一部が18歳未満の者に代わるたばこ製品の購入を犯罪とすべきである

と感じる理由も理解してい
(21)

ます」とも述べ、代理購入禁止に一定の理解を示

している。

しかし、「現時点において、代理購入という新たな犯罪を規定することが

進むべき正しい道であるか否かは、慎重に検討される必要があり
(22)

ます」とい

うのが政府の結論である。というのも、児童および青少年へのたばこの提供

の問題は、単純な問題ではなく、多くの児童および青少年が親や他の家族の

一員、友人、またはつきあいのある成人からたばこを入手しているという事

実があることから、代理購入の犯罪化は、たばこ製品の供給をめぐる広範な

問題に対処することには、必ずしもならないからであるとする。たとえば、
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校庭において、友人からたばこを１本購入するといったことは起こり得る

が、代理購入の犯罪化は、こうした問題を抑止することにはつながらないか

らだというのである。

さらに、Lord Ahmadは、Ellison保健担当政務官と同じように、次のよ

うに述べて、代理購入禁止の実効性にも疑問を呈する。すなわち、「取引基

準監督協会は、青少年によるたばこ製品の入手を制約するいかなる政策を

も、広く支持しています。しかし、我々に対して、酒類の代理購入犯罪化を

執行してきた経験から言って、たばこ製品について同様の犯罪を導入するこ

とが、効果的に執行されるのは困難であろうとも述べています。［そうした

政策の］実施は、特に、起訴を成功裏に行うために求められるであろう立証

責任のために、地方政府が資源を集中投入することにつながるでしょう。…

［犯罪とした場合の］代理購入の立証は困難となり得ます。効果的な執行は、

買い物客および小売店の監視を必要とし、それは時間の浪費になり
(23)

ます」。

また、Baroness Crawleyの指摘については、基本的には、地方政府の資

源配分の問題であるとした上で、仮に、地方政府がこの政策を実施するため

に取引基準監督官を増員したとしても、代理購入の犯罪化を効果的に執行す

るためには、すべての小売店を監視する必要があり、それは、相当に困難で

あろうとしている。また、スコットランドにおける代理購入禁止の導入につ

いては、その実施状況を注視しているが、現在のところ、それにより有罪と

された者の人数に関する情報は報告されておらず、実効性の評価も未だなさ

れていないとの回答を得ていると説明した。

いずれにせよ、「政府は、18歳未満の者がたばこ製品を入手しないよう確

保するためのあらゆる適切な措置を講じたいと考える一方、代理購入を新た

に犯罪とすることが、それ自体で、児童および青少年による喫煙を抑止する

解決策であるということに納得し
(24)

てい」ないという、すでに述べた政府の基

本的な姿勢を繰り返すに止まっている。そして、政府は、青少年の喫煙の実

態に満足しているわけではないのであって、テレビを活用して、児童を受動

喫煙から保護するよう喫煙者に促すキャンペーンを継続的に実施するなど、
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種々のたばこ規制政策をこれからも実施していくとし、代理購入の問題につ

いても、引き続き議論を重ねる準備があるので、それらの効果を示す証拠が

あれば示して欲しいとした上で、修正案の撤回を求めたのである。

修正案の提案者である Baroness Thorntonは、政務官の発言が、「ある提

案が問題全体を解決しないのであれば、それは導入されるべきでない」とす

る、これまでの保守党の主張と全くかわるところがないと、失望感を表明し

た後、次のように反論した。「我々は、児童に代わってのたばこ製品の代理

購入を犯罪とすることが、完全な解決策ではないことを、標準化パッケージ

の導入が完全な解決策でないことを理解しているのと同じくらいに、また、

スーパーマーケットにおいてたばこ製品を覆い隠すことが完全な解決策でな

いことを理解しているのと同じくらいに、理解しています。我々は、我々が

議論しているこの規定が完全な解決策でないことを理解していますが、その

ことは、それを検討することが重要でないということを意味しま
(25)

せん」。し

かし、最終的に、政府に議論を続ける用意があるということであれば、委員

会審議報告の段階で、再度、この問題を取り上げるとして、修正案を取り下

げたのである。

修正案に賛成する者と、それに応じることに慎重な政府の立場は、それぞ

れ、次のようにまとめることができる。まず、修正案を支持する者の論拠

は、①喫煙習慣は、未成年のうちに身につくことが多いので、未成年者が喫

煙を始めないようにする必要があり、そのためには、未成年者によるたばこ

製品の入手を困難にすることが重要であること、②代理購入は、未成年の喫

煙者がたばこ製品を入手する重要な手段であり、未成年者に対するたばこ製

品販売禁止の抜け穴になっていること、③酒類については代理購入が犯罪と

されていることと平仄があっていないこと、④酒類と規制を同一にした方が

販売が容易になることから、たばこ製品の代理購入禁止は、業界団体も支持

していること、および⑤スコットランドでは、すでにたばこ製品の代理購入

が禁止され、北アイルランドも禁止を検討していることを考えると、イング

ランドおよびウェールズだけが、それを禁止しない状態になることである。
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これに対する政府の主張は、①代理購入の問題は認めつつも、それを犯罪と

することで、抑止できるとする証拠がないこと、および②酒類における代理

購入の禁止も、スコットランドにおける代理購入禁止の導入も、イングラン

ドにおける代理購入の犯罪化を正当化するだけの十分な証拠を提供しないと

いうことである。

⑶ 貴族院：反社会的行為および犯罪取締法案の委員会審議報告

Baroness Thorntonの予告通り、この問題は、反社会的行為および犯罪

取締法案の委員会審議報告の場において、再度議論されることとな
(26)

った。た

だし、今回、委員会審議の際に提出されたものと同じ修
(27)

正案を提出したの

は、労働党の Lord Rosserである。結論から言えば、委員会審議の時と同

じ議論が繰り返されたので、以下では、委員会審議の段階では現れてこなか

った情報または主張を中心に見ることにする。

まず、Lord Rosserは、修正案の提出に際して、2012年において、児童の

８％が自身に代わってたばこを購入するよう誰かに頼んでおり、10人に９人

の割合で、少なくとも１回、それに成功しているという最近の調査結果をあ

げ、代理購入は、未成年者がたばこ製品を入手する唯一の方法ではないが、

主要な方法であることを強調し、そして、この修正案が、コンビニエンス・

ストア協会のみならず、たばこ製造業者協会（Tobacco Manufacturers’

Association）からの支持も受けていることを指摘している。また、修正案

を支持する無所属の Baroness Finlayからは、たばこの害と酒類の害は異な

るが、前者を過小評価すべきでないとの指摘もあった。

他方、修正案に消極的な立場からは、自由民主党の Baroness Hamwee

が、「…スコットランドでは、すでに発効したこの規定は、人びとが期待し

ていたほどは効果がなかったように思われます。私は、酒類の代理購入を禁

ずる法がきわめて効果的であったとは確信していません。私は、我々が望む

結果を達成できないさらなる政策の導入が、より効果的な［他の］政策導入

の妨げになることを危惧するもの
(28)

です」と述べている。

内務政務官の Lord Taylorが述べるこの問題に対する政府の立場は、修
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正案の支持者に対して、代理購入の犯罪化が効果的であることの証拠を示す

よう促す点を含め、これまでと大きくかわらない。すなわち、「我々は、代

理購入という犯罪を設けることが、児童および青少年のたばこの入手方法に

影響を及ぼすか否かを、そして、青少年の間の喫煙率を減じることに十分意

味のある影響をもたらすか否かを慎重に考える必要があります。小売店から

のたばこ製品の入手は、青少年がたばこ製品を入手する多くの方法の１つに

しか過ぎません。我々は、児童および青少年が広範囲の入手先からたばこ製

品を入手していることを知っています。自己の親、その他の家族の一員、ま

たは年長の友人からたばこ製品を入手している青少年もいます。そうした場

合にあっては、いかなる代理購入もなされていません。代理購入を新たな犯

罪として導入することは、そうした特定のたばこ製品の入手方法に対処する

ことにはならないでしょう。私は、たばこ製品の代理購入を犯罪とすること

が、コンビニエンス・ストア協会および全国小売りニュースエージェント連

合会（National Federation of Retail Newsagents）を含む、複数の小売業

界団体によって支持されていることを承知しています。たばこ製品が年齢制

限を定めた現行法に従って販売されることを確保する上で、小売店が果たす

重要な役割を私が理解していることを明らかにさせて下さい。私は、また、

近年、小売業界団体が、年齢制限の要件を満たすことについて、その会員を

支援するために果たしてきた重要な役割を認めたいと思います。私は、複数

の小売店が直面している困難を認識していますし、18歳未満の者に代わって

たばこ製品を購入することを犯罪とすべきであると感じる者がいる理由を理

解しています。また、…代理購入を犯罪とすることを、たばこ産業が支持し

ていることも理解しています。しかし、私は、議員の方々が、効果的で、か

つ、実施可能な立法は証拠によって支持されるべきだということに同意する

であろうと確信しています。代理購入の領域における政府の現在の見解は、

我々は、青少年によるたばこ製品の入手を減じること、ならびに児童および

青少年に代わってたばこ製品を購入するつもりのある成人に対する抑止効果

を有することの双方について、代理購入の犯罪化が効果的であろうという証
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拠を示してもらいたいというものです。実際のところ、私は、現在入手可能

な証拠のいくつかが、代理購入の犯罪化は、限定的な効果しかもたらさない

だろうと示唆していることを案じています。たとえば、2013年に公表された

スコットランドの調査は、スコットランドの低所得地域で生活する若い喫煙

者のたばこ製品入手方法を調べていますが、その調査は、スコットランドに

おける代理購入犯罪化の導入は、認識し得る影響をほとんど有していなかっ

たとの結論に達しています。それでもなお、そのことは、証拠が存在しない

と言うことを意味するものではありませんので、私は、この修正案を支持す

る方々に、よりいっそうの検討のために、代理購入の犯罪化がもたらす可能

性の高い公衆衛生上の利点を示す証拠を保健省に提供するよう促すもの
(29)

です」。

なお、スコットランドにおける状況については、これまでのところ、反則

告知書（penalty notice）が１件交付されたのみで、有罪とされた者はおら

ず、抑止効果は不明であると説明された。

その後、修正案の提出者らは、代理購入禁止を支持する側にだけ証拠の提

示を求め、政府がこの問題について積極的に証拠を探すつもりはないのかと

いう点、およびスコットランドの状況に関する政府の説明が委員会審議の際

と異なっているのはなぜかという点について質したが、結局、「政府が、実

際に、証拠の評価において積極的な行動をとることを意図し、その提供につ

いて他者に依存するだけとしない…ということを
(30)

期待」すると述べた上で、

修正案を取り下げた。

⑷ 貴族院：2014年法案の第３読会

しかし、2014年法案の委員会審議報告段階で、標準化パッケージの導入が

検討されている際に、保健省の政務官 Earl Howeから、同法案の第３読会

において、政府が代理購入を新たな犯罪とする規定を追加する修正案を提出

することが明らかに
(31)

され、事実、以下のような新規定の法案への挿入が、同

政務官から提案さ
(32)

れた。

(18歳未満の者に代わるたばこ製品等の購入)
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第⑴項 18歳未満の個人に代わってたばこ製品もしくは手巻きたばこ用紙

を購入し、または購入しようとする者は、罪を犯したものとする。

第⑵項 この条に基づく犯罪につき起訴された者については、次の各号に

掲げる事項が抗弁となる。

⒜号 依頼主が18歳未満であると疑ういかなる理由も存しなかったこと

⒝号 手巻きたばこ用紙を購入し、または購入しようとした場合にあっ

ては、依頼主が手巻きたばこの用紙として利用する意図を有している

と疑ういかなる理由も存しなかったこと

第⑶項 この条に基づく犯罪につき有罪とされた者は、略式起訴犯罪につ

き有罪とされ、刑罰基準スケールの第４級以下の罰金を科される。

第⑷項 イングランドおよびウェールズの取引基準監督局（local
 

weights and measures authority）は、その管轄区内において、この条

の規定を執行しなければならない。

第⑸項 2006年保健法第９条および別表１（喫煙に関する一定の犯罪に対

する反則告知書の交付）は、2006年保健法の第６条第⑸項および第７条

第⑵項に基づく犯罪について適用されるのと同様に、この条に基づく犯

罪にも適用されるものとする。ただし、適用に際しては、次の各号に掲

げる修正を受ける。

⒜号 執行機関」の語は、「取引基準監督局」に読みかえられる。

⒝号 執行機関の権限を有する職員」の語は、「この条に基づいて生じ

ることがらについて活動することを取引基準監督局により書面で授権

された何人（取引基準監督局の職員であると否とを問わない）」に読

みかえられる。

第⑹項 2006年保健法第11条および別表２（執行権限を有する監督官の職

務を妨害する罪および立ち入り調査権）は、2006年保健法の第１編第１

章の目的のために適用されるのと同様に、この条の目的のために適用さ

れるものとする。ただし、適用に際しては、次の各号に掲げる修正を受

ける。
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⒜号 執行機関」の語は、「取引基準監督局」に読みかえられる。

⒝号 執行機関の権限を有する職員」の語は、「この条に基づいて生じ

ることがらについて活動することを取引基準監督局により書面で授権

された何人（取引基準監督局の職員であると否とを問わない）」に読

みかえられる。

⒞号 2006年保健法第１編第１章」の語は、「この条」に読みかえられ

る。

⒟号 第11条第⑸項は、無視される。

⒠号 別表２の第１条は、無視される。

第⑺項 この条において、「たばこ」とは、1933年児童および青少年保護

法第７条（児童にたばこ製品を販売する罪）のそれと同じ意味を有する

ものとする。

これまでの立場から一転して、代理購入の犯罪化に踏み切った理由を、

Earl Howeは、次のように述べている。

［反社会的行為および犯罪取締法案審議での］議論の後、政府は、議員の

方々によりなされた力強い主張を慎重に検討しました。政府は、また、たば

こ製品の代理購入を犯罪とするよう長い間にわたって主張してきた、小売店

およびその業界団体の見解を考慮しました。そして、児童にたばこ製品を販

売する小売店に対する犯罪を規定していながら、代理購入をいかなる犯罪と

もしていない現在の制定法は不公平であると感じています。…代理購入とい

う犯罪は、地方政府に属する取引基準監督官により取り締まられることにな

るでしょうが、監督官は、犯罪が行われたと確信する場合にも、起訴するの

ではなく、むしろ反則告知書を交付するという柔軟な対応ができるものとさ

れるでしょう。提案されている新規定が、地方政府に対して、恒常的な執行

体制を整えるよう求めておらず、したがって、地方政府に新たな規制を実施

する重大な責務を課していないことは、重要な点です。…この修正案は、地

方政府が必要であると判断した場合に、代理購入を取り締まりの対象とする

ことを認めるものです。…効果的な執行をめぐる主張は、すでに繰り返しな
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されており、私は、今日、再度その問題に深く立ち入るつもりはありませ

ん。しかし、スコットランドの経験は、有罪となる者を大量に出すことはま

ずないであろうことを我々に教えてくれます。しかし、重要なこととして、

新たな規定は、相当な抑止効果をもたらすでしょうから、起訴件数だけでそ

の政策が成功したか否かをはかるべきではありま
(33)

せん」。

この修正案に対しては、両院葉巻・パイプ愛煙家クラブ（Lords and
 

Commons Cigar and Pipe Smokers’Club）に属している労働党の Lord
 

Stoddartから、この規定だけでなく、たばこ規制を定めるすべての修正案

に対して、喫煙者のことも考慮して欲しい旨の、一般的な、しかし控えめな

異論が出されたこと、および無所属の Baroness Howarthから、修正案に

は賛成するが、この規定の実施についての具体的なタイムテーブルを示して

欲しいとする要望が出された以外は、党派を超えて、賛意を示す意見だけが

出され、この修正案は認められることとなった。なお、実施のためのタイム

テーブルについては、利害関係を有する者と協議する必要があること、およ

び技術的な問題をつめる必要があることから、提示することは困難であると

し、さらに、スコットランドの状況を確認したいとしつつも、この政策が先

に進められるべきことは明白であると述べられて
(34)

いる。

⑸ 庶民院：貴族院による法案修正の審議

貴族院を通過した後、2014年法案は、貴族院で法案に付された修正につい

て審議するために、庶民院に戻された。代理購入禁止に関する修正は、貴族

院修正第121号として諮られたが、その際、Ellisonは、貴族院における

Earl Howeとほぼ同じ内容をもって、修正案の趣旨を説明している。すな

わち、「代理購入に関しては、我々は、喫煙を新たに始める者の数を減らし

たいのであれば、青少年の間におけるたばこ製品の需要と供給の双方を対象

とする措置を講じなければならないと確信しています。…議会の両院におい

て、代理購入を犯罪とすることに対する支持があり、政府は、これまでにな

されてきた主張を慎重に検討しました。小売店は、小売店が児童および青少

年にたばこ製品を販売することが犯罪になるにもかかわらず、児童および青
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少年に代わって購入することが犯罪とならないのは不公平であると感じてい

ます。また、酒類の代理購入が犯罪であるのに対して、たばこ製品のそれが

犯罪とならないのは一貫していないとも感じています。政府は、青少年がた

ばこ製品を入手する問題に、引き続き対処していきたいと考えます。そのこ

とが、この修正を提案する理由です。…地方政府は、たばこ製品販売の年齢

制限について執行することを求められているような方法で、［代理購入禁止

を］恒常的に執行する態勢をとることを求められませんから、この犯罪導入

が、新たな規制を執行する重大な責務を課すことにはならないだろうと信じ

ています。…我々は、公衆衛生分野について、地方政府に対して、広範な分

権と使途を限定した予算を与えてきましたが、この修正案は、地方政府が、

必要であると考える際に、対象を代理購入に絞って法を執行することを可能

にするもの
(35)

です」。

この代理購入の問題については、労働党・協同組合党（Labour Co-oper-

ative）の Luciana Bergerから、罰金額も酒類にあわせるために、2,500ポ

ンドから5,000ポンドに引き上げるべきではないかとの意見が示されたほか

は、ほとんど議論されることはなく、最終的には、標準化パッケージの導入

および電子たばこ等の規制とあわせて採決にかけられ、453対24の賛成多数

で可決さ
(36)

れた。

⑹ 内 容

以上のように貴族院修正第121号は、修正されることなく、2014年法第91

条として成立した。これにより、18歳未満の者に代わってたばこ製品を購入

し、または購入しようとした者は、略式起訴犯罪につき有罪とされ、刑罰標

準スケール第４級（2,500ポンド）以下の罰金を科されることになった。そ

の他、この規定の執行は、たばこ製品等の販売年齢制限の規定と同じく、取

引基準監督官が担うこととなり、起訴する代わりに反則告知書を交付する裁

量権および効果的な執行のための立ち入り調査権が監督官に認められること

については、2006年保健法の規定が準用される。

なお、この規定を含め、たばこ規制を定めた2014年法の規定はすべて、
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2015年10月１日に発効するものとさ
(37)

れた。

そして、第91条を補完するものとして、2015年たばこ製品およびニコチン

含有製品等の代理購入（反則告知書）規則（Proxy Purchasing of Tobac-

co,Nicotine Products etc.(Fixed Penalty Notice)Regulations
(38)

2015）、お

よび2015年たばこ製品およびニコチン含有製品等の代理購入（反則金額）

（イングランド）規則（Proxy Purchasing of Tobacco,Nicotine Products
 

etc.(Fixed Penalty Amount)(England)Regulations
(39)

2015）が制定されて

いる。前者は、2006年保健法別表１の第４条が、反則告知書のフォーマット

は適切な国の機関によって制定される規則において指定されなければならな

い旨を規定していることから、第91条によって新たに導入された代理購入者

に対して交付される反則告知書のフォーマットを定めることを目的とするも

のである。後者は、その反則告知書により支払われるべき反則金の額を定め

るもので、通常は、90ポンドとされ、告知書の交付を受けてから15日以内に

支払う場合には、それが60ポンドに減額される。この金額は、すでにある酒

類の代理購入に対する反則金にあわせたもので
(40)

ある。両規則とも、2014年法

第91条の施行にあわせて、2015年10月１日から施行されるが、施行までの期

間は、執行機関の職員を教練し、新たな法律の内容を小売業者および市民に

周知させるために利用することが予定されて
(41)

いる。

2.未成年者が同乗する自家用車内等における喫煙の禁止

⑴ 端 緒

次に、児童を受動喫煙から保護することを目的とした、自家用輸送手段内

での喫煙の禁止についてみていくことにする。これは、基本的には、2014年

法第95条により実現されたものである。

2006年保健法に基づいて、2007年に公共の場および職場における禁煙政策

が実施されて以降、家宅内または自家用車内といった私的な領域における受

動喫煙、とりわけ児童が被るそれが、ますます問題視されるようになった。

2010年当時未だ政権の座にあった労働党が公表した『禁煙環境の将来：イン
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グランドのための包括的たばこ規制戦略（A Smokefree Future :A Com-

prehensive Tobacco Control Strategy for England）』は、政府が、この問

題に対して、次のような対策を講じていくとしている。すなわち、受動喫煙

の害、とりわけ、児童に対するそれについての認知度を引き続き上げていく

こと、地域社会にあって、家宅内および自家用車内を禁煙とすることについ

て住民を援助できる関係者間の協力関係構築を奨励すること、喫煙率の最も

高い地域社会に政策的努力を集中させること、公衆衛生の専門家が児童に対

する喫煙の影響について喫煙者に伝えることを奨励すること、および、以上

の政策を実施してもなお、児童が受忍し得ないほど高いレベルの副流煙にさ

らされ続けていることが判明した場合には、児童の権利を保護するための立

法措置を検討するというもので
(42)

ある。

一方、政権交代後の保守党と自由民主党の連立政権のもとで2011年に公表

された『健康な生活、健康な市民：イングランドのためのたばこ規制計画

（Healthy Lives,Healthy People:Tobacco Control Plan for England）』で

は、2006年保健法による禁煙政策がよい影響をもたらしたことは、証拠から

明らかであること、および、公共の場や職場における禁煙の禁止が家庭内に

おける未成年者の受動喫煙を増大させるのではないかという懸念があった

が、実際には、喫煙している親でも、家庭内を禁煙にする傾向があることか

ら、家庭内において副流煙にさらされる未成年者の数は引き続き減少してい

ることを指摘した上で、それでも、家宅内および自家用車内では受動喫煙の

害を被る可能性が今もってなお、きわめて高いので、喫煙者が自身の家族を

副流煙にさらさない家庭環境を創出することを奨励したいと考えていると

し、その方法としては、現在の法律に基づく禁煙政策を拡大することより

も、人びとが副流煙の危険性を認識し、進んで、自身の家宅内および自家用

車内を禁煙とする決断をするよう奨励することの方が望ましいとしている。

さらに、家宅内および自家用車内を禁煙とすることを地域社会レベルで住民

に奨励できるような関係者のネットワークの構築を促進すること、受動喫煙

の害についての認知度を高め、喫煙者に対して、自らの家宅内や自家用車内
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での受動喫煙から家族や他者を保護するよう行動変化を促すことについて、

地域社会を支援すること、および、地域社会支援のために、児童に対する受

動喫煙の害については、その認知度を高めることを目的とした啓蒙活動を全

国的にメディアと協力しながら進めていくことなどが、対策として掲げられ

て
(43)

いる。

両文書の内容を見る限り、いずれの政党も、家庭内における児童の受動喫

煙を減じる方法として何らかの立法措置を講じることには、高い優先順位を

与えていないことがわかる。そのような状況のもとにあって、一部の議員、

とりわけ、喫煙と健康に関する超党派議員グループ（All Party Parliamen-

tary Group on Smoking and
(44)

Health）に属する議員が、会期毎に法案を提

出することによって、この問題の立法的解決をはかってきたという状況で
(45)

ある。

ところで、この喫煙と健康に関する超党派議員グループは、2011年に自家

用車内における喫煙に関する独自の調査結果を公表して
(46)

いる。そこでは、自

動車内での喫煙には、たばこの煙を吸引することにより喫煙者が被る健康上

の害、同乗者が受動喫煙により被る健康上の害、成人が喫煙するのを目撃し

た児童や青少年が喫煙をあたりまえのものと認識し、新たな喫煙者となる危

険性の
(47)

増大、ならびに運転者が一時的に注意を逸らすことによって他の運転

者、同乗者および歩行者が事故に巻き込まれる危険性という４つのデメリッ

トがあるが、身体的な害については、すでに十分に立証されているとされ

る。そのような背景のもので、特に非喫煙者を受動喫煙から保護することを

目的として禁煙立法が成立したが、近年では、未成年者が同乗している場合

に限定するか、またはあらゆる場合とするかに違いはあるものの、王立医師

会、王立小児医療・保健協会（Royal College of Paediatrics and Child
 

Health）、イギリス医師会（British Medical Association）といった医師の

団体が、自家用車内の喫煙を禁じるよう勧告しており、それにも関わらず、

政府は、そうした立法措置に消極的であるとの現状分析を示している。ま

た、受動喫煙の害は明白だとしても、その危険性は、副流煙の濃度およびさ
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らされる個人の脆弱性によってかわってくるのであり、前者については、一

般的に、狭い空間であればあるほど、副流煙の濃度は高まり、健康へのリス

クも増大すること、および、窓を開ける、または空調機を使用するといった

措置では十分に副流煙の濃度を下げることはできないということこそ、自動

車内での受動喫煙を減らす政策について議論する上で鍵となる事実であると

している。さらに、後者については、児童や、成人であっても、たとえば呼

吸器系の疾患をかかえている者などは、副流煙に含まれる有害物質に対して

脆弱であると考えなければならないとする。

報告書は、さらに、受動喫煙に関する市民の意識についても、調査結果を

まとめている。まず、2007年に現行の禁煙政策が実施されて以降、その遵守

率は98％ときわめて
(48)

高く、また制度導入に関わる議論が受動喫煙に関する市

民の認知度を高め、喫煙者の間での行動変化を促したと、2006年保健法の効

果を評している。そして、その影響は、2006年保健法が対象とする公共の場

および職場にとどまらず、私的な領域にも及んでおり、家庭における児童の

受動喫煙は、減少してきており、たとえば、自宅を禁煙とする家庭の割合

は、2007年には67％であったのに対し、2011年には80％に達している。その

一方で、自宅において喫煙を制限している家庭は21％から12％へ、全面的に

喫煙を認めている家庭は、13％から８％へと減少しているとする。また、未

成年者が同乗する自家用車内での喫煙を禁止することについては、成人の78

％が、そして、喫煙者の62％が賛成しているとの調査結果も、あわせて紹介

されている。このように状況に改善が見られる一方で、受動喫煙の危険性に

ついての市民の認知は、普遍的とは言えず、また、喫煙者の多くが、その害

を過小評価しているとのことである。特に、未成年者が同乗していても自家

用車内で喫煙する者は、受動喫煙の危険性を信じない傾向にあると言う。そ

のため、家宅内および自家用車内は、未だ、最も受動喫煙が生じやすい場所

となっており、喫煙者および非喫煙者の双方をさらに啓蒙していく必要があ

ると指摘する。ただ、自動車内での受動喫煙の問題に取り組むためには、立

法措置も含めた政策上の選択肢について意見聴取を行うことによって、より
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広範なメディアの関心と市民の間での議論を喚起する余地があるだろうとし

ている。

以上の認識にたって、報告書は、次に自動車内の喫煙の法的規制について

検討している。報告書によれば、現在の禁煙立法を自家用車にも拡大するこ

とには、実務上の問題と倫理上の問題があるとのことである。実務上の問題

は、主として、法執行の問題であり、具体的には、次の４点が考えられ得る

とされる。

第１に、とりわけ走行中の自動車内で喫煙が行われていたことの証拠を得

ることがきわめて困難だという事実である。たばこが車中にあっても、火を

つけていなかったということはでき、臭いは隠蔽しがたくとも、電子たばこ

を使用していたと言い逃れることが可能である。第２に、いかなる場合に法

が適用されるかが、必ずしも常に明白ではないことである。現在において

も、１名で使用する限りにおいては、業務用車輌であっても法の適用を受け

ず、逆に、自家用車であっても、主として業務目的に使用すれば法の適用を

受けるが、実際のところ、こうした区別は容易にはつかない。第３に、執行

を担う地方政府の職員は、警察の協力がなければ、車輌を停止させる法的権

限を有していないことである。第４に、地方政府の職員は、運転者または同

乗者に身分を証明させ、またはそれらの者を拘束する権限を有していないこ

とである。さらに、これらの問題にも増して、同乗している児童の年齢を特

定すること、および自動車内に児童がいることの視認は、困難であろうとさ

れる。こうした問題のために法が執行不能に陥り、そのことが不評につなが

ると、自主的な法の遵守にも悪影響を及ぼすことになると指摘されている。

また、未成年者が同乗している場合に禁煙とすることには、当該未成年者が

同乗する前に喫煙され、未だ副流煙の残る自動車内に未成年者が乗ることを

防止できないという欠点があるが、かといって未成年者が定期的に同乗する

すべての自動車を禁煙としても、そうした自家用車を他と区別することは、

ほとんど不可能であろうという点も問題とされる。以上の問題は、シート・

ベルトの着用義務同様、対象を未成年者が同乗する自家用車に限定せず、す
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べての自動車とすることである程度解決し得るが、今度は、倫理上の問題へ

の影響が出てくるとのことである。

その倫理上の問題は、権利のバランスの問題であるとされる。すなわち、

自家用車における受動喫煙から児童を保護するという公衆衛生上の論拠は強

力ではあるが、自動車の利用者の自由およびプライバシーとの間でバランス

がとられなければならないということである。このバランスを考慮するが故

に、未成年者がいる個人の家宅内での喫煙の禁止は、未成年者が同乗する自

家用車での喫煙の禁止よりも困難となる。すなわち、狭い空間であり、か

つ、同乗することについて児童に選択の余地がほとんどない自家用車におけ

る喫煙の禁止には、他の部屋等へ移動できる家宅内での喫煙の禁止と比べた

場合に、より強力な公衆衛生上の論拠とより少ない程度のプライバシー侵害

が生じるということだと、報告書は説明する。さらに、実務上の問題とも関

連するが、自家用車内を常に禁煙とした場合には、児童のみならず、成人、

とりわけ副流煙に対して脆弱な状況にある成人に対しても多大なよい影響を

もたらすことができる一方で、未成年者よりも成人の方が喫煙者の行動に異

を唱えることが容易であり、同乗することについての選択肢も多いことか

ら、自家用車の使用者のプライバシーを侵害することの重みが増すことにな

るとする。ただし、成人であれば、必然的に副流煙の危険性を認知している

わけでも、喫煙者の行動に影響を及ぼせるわけでもないこと、および、自動

車は、家宅と同じようには私的な領域であるわけではなく、その使用は、常

に、公道のような公的な空間や他の道路利用者との関わり合いを有している

ことに留意すべきことが付記されている。

以上の分析の上にたって、報告書は、最終的に、次の８項目について勧告

して
(49)

いる。

① 受動喫煙の危険性および自動車内を禁煙とすることの利益を強調する

啓蒙活動およびメディア・キャンペーンが必要である。

② 自動車内における受動喫煙の危険性を考えると、非立法的な対応だけ

でなく、立法措置も政府によって検討されるべきである。
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③ 執行の容易さを考えると、未成年者が同乗している自家用車内での喫

煙の禁止だけでなく、すべての自家用車内での喫煙の禁止も選択肢とし

て検討されるべきである。

④ 最適で、かつ最も効果的な立法内容を見いだすため、および制度改正

に対する市民の支援を得るために、幅広い層の市民からの意見聴取が必

要である。

⑤ 議員は、自動車内における喫煙に関する議論をさらに進め、また、政

府に立法措置を講じるよう促すために、議員提出法案を含めたあらゆる

方策を今後もとっていくべきである。

⑥ 超党派議員グループのメンバーは、自動車内における喫煙に関する議

論をさらに進めるための議員提出法案を支援すべきである。

⑦ 2012年の春に政府が実施した、受動喫煙の危険性についてのメディ

ア・キャンペーンは、喫煙者および非喫煙者双方の認知、態度および行

動に与えた影響を評価されるべきである。

⑧ 政府は、立法措置および非立法的政策についての意見聴取を通じて、

受動喫煙の害および自動車内での喫煙の危険性に関する全国レベルでの

議論を喚起すべきである。

もちろん、これらの勧告には、いかなる拘束力も存在しないが、以下に見

る議会での審議に影響を及ぼしたことは明らかである。

⑵ 庶民院：委員会審議

さて、2014年法案をめぐってこの問題が最初に提起されたのは、庶民院に

おける委員会審議の際で
(50)

ある。すなわち、委員会審議の最終日に、労働党の

Steve Reedにより、2006年保健法第８条の後に以下のような内容を持った

第8A条を加えることを趣旨とする新たな条文を2014年法案に追加する修正

が提案されたのである。

すなわち、①自家用輸送手段の全部または一部に18歳未満の者が同乗して

いる場合は常に、当該輸送手段内が禁煙となるようにすることは、当該輸送

手段の運転者の義務であること、②上記義務を果たさないことは犯罪となる
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こと、③上記義務を果たさなかったとして有罪とされた者には、初犯の場合

に限り、輸送手段内禁煙認知講習（smoke-free driving awareness course）

への参加が、罰金の支払いに代わる選択肢として認められること、④初犯で

ない場合および上記講習へ参加しない場合には、略式起訴犯罪とされ、60ポ

ンドの罰金が科されること、⑤担当大臣は、上記罰則の基準を変更する規則

を制定することが可能であること、ならびに⑥担当大臣は、この条の発効後

６箇月以内に、上記の罪に関連するあらゆる規則を更新し、輸送手段内禁煙

認知講習の構成を規定する規則を制定することである。

この修正案について、Steve Reedは、まず、肺がんの主たる要因が受動

喫煙を含む喫煙にあり、また、受動喫煙の児童の健康への害はよく証明され

ているとし、公共の輸送手段および業務用の輸送手段においては、公衆は受

動喫煙から保護されているにもかかわらず、多くの児童が自家用車内におい

て副流煙にさらされており、それは、ぜんそく、気管支炎および肺機能の低

下の原因となり、毎年、16万5,000人以上の児童が受動喫煙に関連した疾患

の影響を受け、そうした疾患の治療等に要する医療費は、年2,300万ポンド

にのぼるとする。ここで児童の自家用車内での受動喫煙が特に問題とされる

理由は、次のように説明される。

まず、受動喫煙が特に児童の健康に悪影響を及ぼすのは、児童の肺が大人

のそれに比して未だ小さいために、呼吸回数が多いこと、および免疫システ

ムが未発達であることによると言う。

さらに、自家用車が特に問題とされるのは、それが狭い空間であるためで

ある。窓を半分開けて移動する自家用車内での１回の喫煙により、後部座席

の児童が被る副流煙の量は、たばこの煙の充満したパブの３分の２に相当す

るが、窓を閉め停止している自家用車内では、それは11倍にも達する。およ

そ５人に１人の児童が、頻繁に自動車内での副流煙にさらされ、半数近くの

児童が、自動車内での受動喫煙を経験している。児童は、成人と異なり、受

動喫煙の危険性を十分に認識しておらず、また、自身の近辺で成人が喫煙す

るのを止めさせることもできない。
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締めくくりとして、2011年には、前述の喫煙と健康に関する超党派議員グ

ループが、シート・ベルトの着用が25％から91％に上昇したことを例に出し

て、児童の受動喫煙を減少させるためには、啓蒙活動と並行して、立法措置

が必要であると結論づけたこと、また、全英肺基金（British Lung Founda-

tion）の調査によれば、喫煙者の83％を含む、86％の回答者が自家用車内で

の喫煙禁止に賛成していることを指摘して、修正案への同意を求めた。

これに対し、まず、労働党の Sharon Hodgsonおよび労働党・協同組合

党のAndy Sawfordが賛意を示し、保守党の Chris Skidmoreは、趣旨に

は賛成するが、その規制がどのようなコストを生じるか、より詳細な情報が

欲しいとした。

教育省の児童および家族政策担当政務官である Edward Timpsonは、修

正案の趣旨にも、また、児童の受動喫煙に関する主張についても、賛意を示

したものの、立法が、目的を達成するための最もバランスのとれ、適切でか

つ効果のある手段であるか疑問を呈している。そして、同じく、超党派議員

グループの2011年の報告書を引いて、児童の同乗する自動車内における喫煙

を禁止する法は、成人の弱者を保護し得ないこと、およびその執行が容易で

はないことを指摘する。

この問題をめぐる連立政権の立場は、2011年の白書に示されているとお

り、禁煙立法を拡大するのではなく、受動喫煙の危険性を周知させ、家宅内

および自家用車内を任意に禁煙とするよう促すことであるとされ、この観点

から、政府は、2012年の４月から５月にかけて、児童が近辺にいる場合の両

親およびその他の喫煙者の行動変化を奨励する啓蒙キャンペーンを実施し、

その効果を測定したところ、調査対象者の87％が受動喫煙の児童への害を認

め、70％が、このキャンペーンによって、ドアや窓を開けての喫煙は児童の

健康へのリスクを減じるには十分でないことを認識させられたと回答するな

ど、十分な成果が得られたと自己評価している。また、政府は、超党派のグ

ループの勧告に従って、2013年６月から、キャンペーンを再開させ、その効

果を厳格に評価するつもりであるともしている。そのように述べた上で、保
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健大臣は、その評価の際にこの問題を検討するとすでに約束しているとし

て、修正案の撤回を求めた。

Steve Reedは、コストに関する問いに対しては、この規定を遵守しなか

った者に、未成年者が同乗する際には禁煙にしなければならないことについ

ての講習を実施することがコストであるが、それは、受動喫煙により害され

る健康に比べれば、はるかに小さいコストであると答えた後、委員会審議報

告段階で再度、この問題を提起するとして、修正案を取り下げた。

⑶ 庶民院：委員会審議報告

2014年法案の委員会審議報告に先だって、まず、同日に行われた保健省に

対する口頭での質疑において、労働党のAlex Cunninghamが、児童が同乗

する自動車内での喫煙を禁止する新
(51)

条項の2014年法案への追加を認めるか質

している。それに対し、保健担当政務官のAnna Soubryは、よい公衆衛生

政策と過保護国家とのそしりを受けないようにすることの間で正しくバラン

スをとることが肝要だとしつつも、Cunninghamに喜んで力添えすると答
(52)

えた。

それを受け、Cunninghamは、委員会審議報告の際に、次のような論拠

を主張して、新条項の追加を求めた。すなわち、未成年者が同乗する自家用

輸送手段内での喫煙禁止は、それに反対する者が指摘するような過干渉な国

家へとつながるものではなく、輸送手段内での喫煙を禁じることで児童を守

る行動を起こすか、または不快な状態だけでなく、甚だしい健康上の問題を

も児童に被らせるままにしておくかの選択であること、Action on Smoking
 

and Healthが2,000人の喫煙者を含む１万人を対象として、最も頻繁に利用

される私的な輸送手段である自家用車内での喫煙に関して実施した調査で

は、いつでも好きな時に喫煙できるべきだと回答した者は６％に過ぎず、71

％は、完全に禁止すべきであると、そして、９％は、非喫煙者または児童が

同乗している場合には禁止すべきと答えたほか、調査会社YouGovによる

調査でも、イングランド北東部の85％の成人が未成年者が同乗する自家用車

における禁煙を支持していることである。また、この問題において、児童が
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他の集団とわけて扱われるのは、身体が発達途上であることなどから、受動

喫煙による害をより強く被るにもかかわらず、輸送手段内で副流煙にさらさ

れることについて、発言する機会がほとんどないからであると
(53)

する。さら

に、委員会審議の際に、コスト上の疑問が呈されたことを受け、禁煙認知講

習を新条項から削除し、違反者には60ポンドの罰金を科すのみとしたことを

強調した上で、この問題に対して政府の実施する啓蒙キャンペーンは歓迎す

べきものであるが、受動喫煙が危険であるというメッセージは、より広範囲

に知られなければならず、受動喫煙から人びとを完全に保護する唯一の方法

は、家宅および自家用車内を全面的に禁煙とすることであり、未成年者が同

乗する自家用車内を禁煙とするのは、そのためのよい出発点であると主張し

た。しかし、結局、新条項の追加は、この段階でも実現しなか
(54)

った。

⑷ 貴族院：委員会審議

次に同じ修正案が提出されたのは、貴族院での委員会審議段階で、Bar-

oness Finlayによるものであ
(55)

った。内容は、Steve Reed提出のものと同じ

であり、よってたつ論拠も、ほぼ同じである。すなわち、「法によってそう

されることが求められているため、自己の安全確保を目的として、［シー

ト・ベルト等によって］自動車内で固定されている児童は、同乗する成人の

喫煙行動に対してほとんど、または全くどうすることもでき」ない上に、

「自動車内での喫煙は、狭い空間内でなされるために、特に懸念を抱かせる

もの」である。「我々は、受動喫煙の危険性を承知しており、実際のところ、

それを禁ずる法律を有して」いるにも関わらず、「現在、我々がしているこ

とは、かつて成人がさらされていたよりも高い危険性［がある状態］に、

［肺が小さく、傷つきやすい上に、免疫システムが未だ十分に発達していな

い］児童をさらしたままにしている」ことであると主張する。また、家宅に

おいても副流煙にさらされ、さらに自家用車内で密度の高い副流煙にさらさ

れることにより発現する165以上の疾患が存在し、そうした受動喫煙が年間

約40件の幼児の突然死、約30万件の一次診療および約１万件の入院の原因と

なり、そうした一次診療のための通院および加療、とりわけぜんそく治療の
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ために、年間2,300万ポンドの費用がかかると概算されていることを示した

上で、何度となく引用されている全英肺基金による2011年の調査では、調査

対象である児童の86％が、政府に対して、自動車内での喫煙から自身が保護

されるための法の導入を求めているとして、今こそ、対策を講じる時だと
(56)

する。

修正案の共同提案者である自由民主党の Baroness Tylerも、多くの児童

が自動車の中で副流煙にさらされながら、喫煙している成人に止めるよう求

めることができないでいること、５人に１人の児童が日常的に自動車内で副

流煙にさらされている現状にあっては、これ以上、事態が改善するのを「待

つ」ことはできないこと、および児童が同乗する自家用車内の禁煙について

は、すでに言及されている86％の児童ばかりでなく、多くの市民および保健

機関からの支持があることを理由として、政府に対して、修正案の受け容れ

を求
(57)

めた。

その他にも、多くの議員が、党派を問わず、この修正案に賛意を示してい

る。たとえば、労働党の Baroness Masseyは、これは児童の権利の問題で

あるとし、啓蒙活動や行動変化を促すことに加えて、立法措置が必要である

と主張し、同種の法案を提出したことのある保守党の Lord Ribeiroは、

2006年にスコットランドにおいて実施され、そして、2007年にイングランド

において実施された禁煙立法のおかげで、すでに計測し得る公衆衛生上の成

果が、とりわけ、非喫煙者であるバー従業員の間に現れている
(58)

こと、そし

て、そうした利益は、バー従業員に限定されず、成人が喫煙している狭い自

動車内におかれている児童も享受すべきであることを主張
(59)

した。また、ウェ

ールズ民族党の Lord Wigleyは、輸送手段の中で勤務する者を受動喫煙か

ら保護する立法がある以上、同じような状況にある児童も保護すべきだとし

た後で、次は家宅における喫煙が禁止されるのではないかと危惧する声もあ

ろうが、成人が喫煙している部屋から他の部屋へと児童が移動することので

きる家宅内と、それに相当することができない自動車内とでは事情が異なる

と主張し、Baroness Howarthは、自動車を運転しながらの喫煙は、たばこ
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やそれに火をつける道具を探す際や、火をつける際などに、路上から目を離

させ、または、注意を散漫にさせる原因となり、着火後も片手運転になるな

ど、安全上の問題があることからも禁止されるべきだと
(60)

した。また、自由民

主党の Lord Storeyは、いくつか穴を開けたブリキの箱に煙を充満させ、

そこに自分の子を入れた上で、その箱に車輪をつけて走らせろと言えば、正

気を疑われるであろうが、児童が同乗する自動車内で喫煙することは、それ

に等しく、「文字通り、児童を殺そうとしている」のだと強く非難し、さら

に、低所得者家庭の児童ほど副流煙にさらされており、受動喫煙が児童の精

神の発達や学校の欠席率に影響があるという証拠があることから、この問題

を放置することは、より公平な社会の構築に向けた社会階層の流動性を増進

させようとする努力を掘り崩すものだとして、修正案への賛意を示
(61)

した。

上述した Steve Reedの主張にもあるように、この修正案に賛成するにあ

たって、過保護国家の政策であるという批判をかわすレトリックとして、シ

ート・ベルトの例をあげる議員は少なくない。たとえば、労働党の Lord
 

Juddは、次のように述べている。「なぜ、我々がこの問題について言い逃れ

をするのか、私には理解できません。きわめて単純に言いましょう。それ

は、殺人者です。我々は、児童が事故で亡くなることがあるので、自動車内

でのシート・ベルト着用について規則が存するべきだと、ためらいもなく言

っています。弱者であるが故に、自動車内における児童について、特別な規

定が存在するのです。シート・ベルトやその他のことについては、それを真

剣に捉えるのに、なぜ、たばこについて、同じように真剣に捉えないのでし

ょ
(62)

うか」。さらに、Lord Storeyも、「乳母（nannies）は、子を守り、その

世話をするためにいるのですから、nanny stateは、子の世話をし、子を保

護するために存在す
(63)

べき」だと主張している。

さらに、この問題に対処する方法としては、犯罪化よりも、政府が行って

きた啓蒙活動の方が適切であるとする考え方についても、それを否定する論

拠として、シート・ベルトの例が利用されている。たとえば、Baroness
 

Tylerは、シート・ベルトの着用についても、初期の段階では啓蒙活動が行
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われただけであり、結果として、25％の着用率を達成できたに過ぎなかった

のに対し、法律による義務化がなされると、すぐに91％にまで上昇したこと

を指摘し、啓蒙活動と立法の双方を並行してやっていくことが必要だと述べ

て
(64)

いる。

こうした賛成派の主張への政府の対応は、保健省政務官の Earl Howeの

次の意見に見られるように、これまでと同様に、主張されている事実はすべ

て認め、修正案の目的には賛成するが、犯罪化という方法が最善であるか不

明であるというものである。すなわち、「我々はみな、どの場所においても、

児童が副流煙にさらされるのを見たくないという点について、同意していま

す。受動喫煙の害に関する証拠は明白ですが、未だに多くの児童が、自家用

車および家宅の双方において、副流煙にさらされています。この議論によっ

て示された論点は、立法化が、この問題に対処する均衡のとれた、かつ実行

可能な方法であるかということです。我々は、その論点を慎重に検討する必

要がありますし、私としては、修正案の理念は支持するものの、…政府は新

たな犯罪を設けることが正しいアプローチであるということについて納得し

ていないと言わなければなりま
(65)

せん」。また、2007年に実施された禁煙法は、

確かに有効であったが、そのことから、自動的に、禁煙法の適用範囲を自家

用車にまで拡大することが正しいということにはならないのだと説明する。

政府が犯罪化の効果を疑問視する論拠の１つは、すでに述べた代理購入の

それとはまた別の執行の困難さである。2006年保健法に基づく現在の禁煙政

策は、地方政府の環境衛生局が執行を担っているが、その職員は、車輌を停

止させる権限も、停止させた車輌に乗っている者を拘留する権限も有してい

ないため、警察からの援助が必要である。しかし、交通安全上の目的でな

く、公衆衛生上の目的のために、警察に今以上の職責を負わせることは困難

であろう。さらに、小さな児童を走行している自動車の外から視認すること

が困難であるため、どの車輌が禁煙とする必要があるのかを特定することの

難しさもあるほか、喫煙していた証拠の確保、運転者および同乗者の特定、

ならびに児童の年齢の証明にも困難が予想されるとする。そうであるなら
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ば、これまでの啓蒙活動を継続した方がよく、事実、啓蒙活動の効果をはか

った調査では、調査対象者の73％が、窓やドアを開けるだけでは児童を受動

喫煙から守るのには不十分であることをキャンペーン広告を通じて認識した

と述べ、また、自己の子の受動喫煙を減ずるための行動を起こした者は、

2012年より８ポイント高い37％に達するなど、喫煙者の意識をかえることに

おいて、一定の効果が認められるので
(66)

ある。

なお、自動車事故防止の観点から運転中の喫煙を禁ずるべきとした主張に

は、安全に運転することは、喫煙とは関わりになく、一義的には、常に運転

者の義務であるとした上で、2006年道路安全法（Road Safety Act
(67)

2006）第

26条により、1988年道路交通法（Road Traffic Act
(68)

1988）に、自動車を適

正に操縦でき、または道路および前方の交通状況を完全に視認できる姿勢で

運転しないことを処罰の対象とする第41Ｄ条が挿入されており、それで十分

対処できるであろうと述べて
(69)

いる。

修正案を提出した Baroness Finlayは、Lord Storeyによるブリキの箱の

たとえを引いて、それはまさに児童虐待であって、警察が関わってよい事案

であろうとし、さらに、政府は、啓蒙活動に信頼をおいているが、それにど

れほどの費用がかかっているのか、一方、この修正案が実現された際に、警

察が必要とするであろう費用はどの程度であると見積もられているのかなど

を主張して、Earl Howeに反論したが、最終的に、委員会審議報告の際に、

再度、提出するとして、修正案を撤回
(70)

した。

⑸ 貴族院：委員会審議報告

委員会審議報告段階では、この問題をめぐって、２つの修正案が提出され

ることになる。まず、労働党所属の Lord Huntらから、次のような条文を

2014年法案に追加するための修正案が提出さ
(71)

れた。

児童の健康の保護：自家用輸送手段内における喫煙の罪

担当大臣は、１人以上の児童が同乗する自家用輸送手段内における喫煙防止

を怠ることを犯罪とし、当該輸送手段の運転者を処罰する規則を制定するこ

とができる」。
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さらに、Lord Ribeiroらによって、Steve Reedにより提出されたものと

同じ内容の修正案が提出さ
(72)

れた。ただし、Lord Huntは、自己の修正案が

認められた場合、どのような種別の罰則を科すべきか等、さらに検討すべき

事項もあるので、党派を超えて意見聴取をすることになるだろうこと、そし

て、罰則については Lord Ribeiroの修正案以上のものは想定していないこ

とを強調して
(73)

いる。一方、Lord Ribeiroは、Lord Huntの修正案は、狭い

空間における児童の受動喫煙の害を認識させるのに十分ではないと指摘し、

「そのことを実現するためには、市民、とりわけ、親は、受動喫煙が小さな

児童の肺に与え得る害について教育される必要
(74)

があ」るとしている。これに

対して、Baroness Finlayは、ウェールズにおける同種の啓蒙活動の例をあ

げ、その初年度には、喫煙者の22％が、随時、自動車内で喫煙していたとの

結果が出ており、啓蒙活動自体は支持するものの、その効果を過度に期待す

ることはできないので、啓蒙活動と立法措置を並行してやることが望ましい

と
(75)

した。

委員会審議報告の段階では、標準化パッケージの導入のための修正案も提

出されたこともあって、２つの争点が並行して論じられることとなったが、

自家用輸送手段内における喫煙の禁止に関する議論は、次のようにまとめる

ことができる。まず、代理購入をめぐる議論同様に、受動喫煙は身体、とり

わけ成長途上にある児童の身体に害となること、および多くの児童が家宅や

自家用車内において副流煙にさらされていることという事実、ならびに、児

童を受動喫煙の害から保護すべきであるという目的については異論は出され

ず、その目的を達成する手段として、自家用輸送手段内を禁煙とし、それに

違反した者を処罰することが妥当であるか否かということが主たる論点とな

る。そして、方法として妥当ではないと説く者がよってたつ根拠は、主とし

て、次の３点となる。すなわち、①自家用車のような、私的な空間における

個人の活動に対して、あまり政府が干渉すべきではなく、とりわけ刑罰をも

って臨むことは望ましくないということ、②自家用輸送手段だけを対象とす

ることに合理性がないこと、および③執行することがきわめて困難であるこ
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とである。

まず、修正案を提案した者の主張から具体的に見ると、Lord Huntは、

次のように述べて、修正案提出の理由を明らかにしている。すなわち、この

15年間に、青少年の喫煙率は、50％以上減少してきており、これには、たば

この広告を禁じたことの影響が大きいが、それ以外の一連のたばこ規制もも

ちろん寄与している。今後も、この流れを継続させ、喫煙の害から次世代を

保護すべきである。そうした点から、標準化パッケージの導入を含む政府の

修正案は歓迎されるべきものではあるが、政府には、もっと多くのことがで

きるはずである。また、政府は、この問題に対する最も効果的な策は、立法

による規制ではなく、すでに一定の成果が得られている啓蒙活動にあると主

張しているが、そうした啓蒙活動に加えて立法措置が必要なこともあるであ
(76)

ろう。さらに、アメリカ、カナダおよびオーストラリアでは、それぞれ一部

の州において、すでに同種の規制が導入していることも指摘されるべきであ

る。

Lord Ribeiroは、すでに述べたように、受動喫煙の害を市民に周知させ

るための啓蒙活動の重要性を強調し、罰金の支払いに代わる輸送手段内禁煙

認知講習を設ける自らの修正案の優位性を説く。しかし、その一方で、自ら

の修正案は、政府から次の２点について言質を引き出すためのものであると

もする。第１に、政府がすでに実施し、Lord Ribeiroもその効果を認めて

いる啓蒙活動の継続と、それによって行動変化が実際に起こっていることを

確認することを目的とした評価の実施である。そして、第２に、狭い空間に

おける受動喫煙から児童を保護するために、何らかの立法措置が必要か否か

の意見聴取を広く実施することである。そして、その中で、妥協点が見いだ

されることを期待するという立場であるとして
(77)

いる。

次に、修正案に反対する立場の主張であるが、上に述べた３つのパターン

に属するものを見る前に、より総合的な見地より、修正案に反対した Lord
 

Stoddartの意見をあげておく。Lord Stoddartは、まず、「喫煙者は、不幸

なことに、社会的なのけ者として扱われていますが、国の財政に毎年105億
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ポンド余の寄与をしていることを忘れてはなりません。喫煙者がのけ者であ

るならば、それらの金銭を受け取るべきではないでし
(78)

ょう」と述べ、さら

に、規則の数を削減していく議論をしている現在において、政府が規則を増

やすようなことをしており、しかも、この修正案は、最も質の悪い例だとす

る。さらに、自動車内には、ディーゼル車からの PM10やガソリンの煙霧

が入り込んできており、したがって、自動車内にいる児童は、たとえ喫煙者

がいなくとも、危険な物質を吸い込んでいるのだとした上で、そうだからと

いって、自動車自体を禁止することはできないであろうと主張
(79)

する。

禁煙に反対する側の３つの論拠のうち、第１のそれに属する見解、すなわ

ち、私的な領域に国家が介入することを望ましくないと考え、私的な輸送手

段内での喫煙を罰則をもって禁じようとする修正案に反対する主張は、基本

的には、喫煙規制に対する保守党の伝統的立場であったと言ってよい。この

修正案をめぐっても、たとえば、Lord Cormackなどが、そうした主張を

展開して
(80)

いる。

一方、私的な領域に国家が安易に干渉すべきでないとの批判に対する、修

正案に賛成する側からの反論には、次のようなものがある。たとえば、Bar-

oness Tylerは、「我々の子の健康という、最も貴重なものを保護するため

に、今、行動を起こすことには、［国家の過干渉を避けることより］優先さ

れるべき論拠があります。我々は、多くの人が、概して、たばこ業界の人で

すが、喫煙者の権利を主張するのを耳にします。しかし、誰が児童の権利を

代弁するのでしょうか。すべての親は、自身が望むのであれば、喫煙するこ

とができますが、すべての児童が、自動車の中にいる場合も含め、安全な環

境下におかれる権利を有するべきことは確かでし
(81)

ょう」。

また、Baroness Howarthは、私的な領域における児童を保護する法とし

て、すでに、家宅内における児童虐待から児童を保護する法が存在している

のであって、それらもまた、取り締まりや執行が困難なものとして理解され

ているが、そうであるからといって、私的な領域における現実の害から児童

を保護することを確保する立法を控えるべきだということにはなっていない
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だろうと
(82)

する。

もちろん、そういった反論には、喫煙は、完全に合法な行為であるという

点において、児童虐待とは、全く異なるのであって、完全に合法な活動を行

う個人を起訴するような政策は、行き過ぎであるとの再反論が
(83)

あり、さらに

それに対して、「児童に対するネグレクトやたたくといった、我々が主張し

た行為は、家庭において、常に違法であったわけでは」なく、「それらが、

特に児童の福祉にとって有害であるが故に、違法とされたもの」であると指

摘した上で、「我々は、児童を保護する必要性から、私的な領域に侵入した

ので」あり、「我々が知っている自動車内での喫煙の害の程度を考えれば、

ここでも、同じ主張が適用されるべき」だとの反論がなされて
(84)

いる。

第２の論拠である自家用輸送手段内における喫煙だけを対象とすることに

対する疑問は、児童の保護を目的とするのであれば、家宅における喫煙も含

めるべきではないかと主張し、禁止対象の拡充を求める考えの者と、私的な

領域への政府の干渉に反対する立場から、自家用車内の喫煙規制を認める

と、いずれは規制が家宅にまで及ぶのではないかと危惧する者の双方から発

せられている。

前者の立場からする主張は、無所属の Lord Patelの発言に見られる。

Lord Patelは、自動車内での喫煙は、児童にはもちろん、成人、とりわけ、

呼吸器系や心臓に疾患を有する高齢者および妊婦にとっても有害であるこ

と、ならびに、たばこの煙に含まれる有害物質には、長くとどまるものがあ

ることから、公衆衛生上最善の効果が得られるのは、自動車内での喫煙を完

全に禁止することであると主張
(85)

する。

後者の立場は、保守党所属の貴族院議員に多く見られる。たとえば、

Lord Forsythは、自動車が対象とされる一方で、狭いフラットのリビン

グ・ルームは対象とされないのかと疑問を呈して
(86)

おり、また、Lord Cor-

mackも「個人的には、我々は、私的な領域を侵すべきでない」と述べた上

で、自動車の中にいる１人の児童と小さなフラットのリビング・ルームにい

る４人の児童との間に論的な相違はないと主張して
(87)

いる。
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これに対して、修正案に賛成する側は、①狭い車内において児童が吸引す

る副流煙の量は、フラットにおけるそれに比べてはるかに多いこと、および

②一般的に言って、個人の家宅には、通常、喫煙の用に供されていない部屋

があり、したがって、副流煙を避けるためのより多くの選択肢が存在するの

に対して、自動車内では、児童は自己の安全のためにシート・ベルトで固定

されており、加えて同乗する成人の行動を統制できないことの２点におい

て、自家用車と家宅は異なると
(88)

する。さらに、修正案は、確かに自動車内に

おける児童の受動喫煙を対象としているが、「その目的は、単に児童を保護

することだけではなく、同乗者がいる場合には、もはや人が自動車内で喫煙

しなくなるように、市民の態度および行動の変化を進めること」でもあり、

「ちょうど職場を対象とした［禁煙］法が、家宅における喫煙に多大な影響

を及ぼしたように、この修正案によって、あらゆる年齢の非喫煙者への害が

減ぜられることが期待され」るとの
(89)

主張や、コンバーティブルの自動車は対

象となるのか、ヨットはどうかなどと問うのではなく、それが正しいと思う

のであれば、それを推し進めるべきだとの
(90)

主張もある。

結局、この争点については、審議の後半に、Lord Forsythが、「児童が逃

れることのできない自動車と、たとえば、喫煙者がいる狭いフラットの部屋

とをどこで区別するのでしょうか。ベッドの中の乳児はどうですか。そうし

た乳児は他の部屋に移動することができません」と問うたのに対して、労働

党の Baroness Hughesが、次のように応えて議論を終えている。すなわ

ち、「乳児は、自身では、他の部屋に移動することはできません。しかし、

…副流煙にさらされているすべての児童に対する害を、すべての状況におい

て取り除くことはできないという事実は、そのことをもって、最も危険な状

況におかれている大多数の児童に対する害を減ずるために措置を講じないこ

との論拠にはなりま
(91)

せん」。

なお、上記の議論に関連して、自家用輸送手段には、どのようなものが含

まれるのかということも争点の１つではあった。たとえば、無所属の Lord
 

Scottは、Lord Huntの修正案に対して、「モーター・ボート」は含まれる
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のかと
(92)

問い、Lord Cormackは Baroness Finlayの案について、スポー

ツ・カーのような屋根のない自動車における喫煙をも対象とするか質して
(93)

いる。さらに、Lord Scottは、修正案の「自家用輸送手段」の文言では、

子馬の引く二輪の軽馬車（ponies and traps）がそこに含まれてしまうなど、

広すぎるので、自動車に限定すべきだとして
(94)

いる。ただし、議論の中で実際

に想定されているのは、自家用車であって、ほとんどの議員が、「自動車

（cars）内での喫煙」として言及している。

最後に第３の論拠である執行の困難さについては、Lord Ribeiroも、次

のように述べて、それを認めている。「立法が機能するためには、それが均

衡のとれ、かつ実施可能なものでなければならないということは、私も理解

するところです。この点、私の修正案は、思うに、取り締まること、および

執行することについて、立法されはしたものの取り締まりが困難な［自動車

運転中の］携帯電話［の使用］の場合と同じように困難でありますので、欠

点があると言えるかもしれま
(95)

せん」。

携帯電話の例をあげての批判は、Lord Stoddartからもなされている。す

なわち、「公道を走行する者であれば誰でも、実際のところ、すべての大型

貨物自動車（lorry）の運転者が［運転中に］携帯電話を使用していること

をよく知っています。しかしながら、そうした運転者のほとんどが、そのこ

とをもって起訴されることはなく、罰金を科されるだけであることも知って

います。［修正案に基づく規則の］執行は、きわめて困難でし
(96)

ょう」。

これに対して、Baroness Tylerは、次のように応えている。「…進むべき

道を見つけ出すことは可能であるに違いありません。警察は、すでに、シー

ト・ベルト、運転者の酩酊レベル、携帯電話、およびチャイルド・シートの

使用を含め、自家用車［の運転］に際する複数の義務を扱っています。それ

らの執行は、常に容易であるわけではなく、未だうまく実施できていないか

もしれません。それでも、私は、主として警察によって担われるその役割

が、慎重に考えても、児童の同乗する自動車における喫煙に関して、担われ

得ないとする理由を見いだせません」。そして、「今日、我々が、この議場か
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ら声を大にして、そして明確に、あなたの子を自動車内で副流煙にさらすこ

とは、単純に、容認し得ないことなのだというメッセージを発することを期

待しています」として、啓蒙活動と立法措置を並行して実施することが最も

効果的であるということを主張
(97)

した。

この修正案に対する政府の見解は、自家用車内であれ、家宅内であれ、児

童が副流煙にさらされることが望ましくないことは明らかであるが、そのこ

とが発生する原因は、主として、受動喫煙の危険性が理解されていないこと

にあるので、政府としては、他の方法で十分な効果が得られなかった場合に

は、立法措置も必要だという含みを残しつつ、これまでの啓蒙活動を続ける

ことを通じて親を含む成人の喫煙行動を変化させ、そのことによって児童の

受動喫煙を逓減させていきたいというものである。政府を代表する Earl
 

Howeの論拠は、すでに繰り返し述べられてきたものとかわらず、児童が同

乗する自動車内を禁煙とすることは、執行が困難だというものである。議論

の中でしばしば引き合いに出されたシート・ベルトは、道路交通安全上の施

策であって、公衆衛生を目的とする修正案とは、単純に比較することはでき

ないとしている。また、2006年保健法による公共の場および職場での禁煙政

策が受動喫煙を減じるのに絶大な効果を持っていたことから、それを拡大す

べきではないかとの意見に対しては、禁煙政策の効果は認めつつも、現在問

題となっている領域は、啓蒙活動が効果的に機能する領域であり、それによ

って自家用車内ばかりでなく、家宅内での受動喫煙をも減じることができる

とし、さらに、現在、いくつかの地域では、施設内のみならず、校庭のよう

に、屋外であっても児童が集まるような場所での禁煙を推奨するようになっ

てきていると、その効果を強調した上で、「公衆衛生における成果を達成す

るには時間がかかるでしょうが、我々は、正しい方向に向かって進んでいま

すから、重要なことは、現在生じている勢いを維持することです」と述べて
(98)

いる。

しかし、今回は、Lord Huntは、修正案を取り下げず、その結果、同修

正案は採決にかけられ、賛成222、反対197で、可決されることとな
(99)

った。第
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３読会では、委員会審議報告段階で可決されたこの修正案について、当該修

正を進めてきた議員と政府の共同
(100)

提案として、修正案を法的に実施可能なも

のとするための「技術的な
(101)

修正」が求めら
(102)

れたが、これは、特に議論される

ことなく認められ、議論の場は、庶民院に移された。

⑹ 庶民院：貴族院による法案修正の審議

貴族院の第３読会で認められた修正案は、庶民院においては、保健担当政

務官の Jane Ellisonによりその趣旨説明がなされたが、まず、これは、あ

くまでも児童を受動喫煙から守るための手段の１つであって、啓蒙活動は、

引き続き行われていくことが確認さ
(103)

れた。また、この修正案が規定するの

は、私的な輸送手段内における児童の受動喫煙を防止するための規則の制定

権限を政府に与えることのみであって、したがって、政府は、児童が同乗し

ている自動車内での喫煙を禁止するための規則を制定する権限が政府に与え

られるべきかどうかという、重要な原則に関して、議会が何を言うかを注意

深く聴いた上で、次に何が必要とされるかを検討することになると述べて
(104)

いる。

いずれにせよ、庶民院における議論も、その内容は、貴族院におけるそれ

とかわらず、修正案に賛成する議員、すなわち、自家用輸送手段内での喫煙

禁止に賛成する側が依拠する事実やデータは、基本的に同じものであり、ま

た、修正案に反対する議員の論拠が、私的な領域に国が干渉すべきではない

こと、喫煙の禁止を輸送手段、とりわけ自動車に限定する合理的な理由がな

いこと、および執行が困難であることの３点であることもかわらない。以下

に、貴族院における審議では見られなかった主張を中心に、双方の立場の意

見をまとめることにする。

庶民院での審議において、輸送手段内における喫煙禁止を求める側には、

シート・ベルト着用義務のアナロジーに加えて、運転中の携帯電話の使用禁

止やチャイルドシートの義務づけなどとの類似性を指摘する主張が多く見ら

れる。また、とりわけ、執行の困難さをめぐる議論では、2006年保健法に基

づく禁煙政策の成功を引き合いに出して反論する姿勢が見られる。たとえ

國學院法學第53巻第1号 (2015) (150)39



ば、労働党の Ian Mearnsは、シート・ベルトの着用義務や運転中の携帯電

話等の使用禁止と同じように、大多数の者がその規定に従えば、それは、受

動喫煙の害を被る児童の健康によい効果をもたらすことを意味すると主
(105)

張し、同じく労働党の David Winnickは、執行が困難である、または市民

の自由を著しく侵害するものであると言った批判は、1976年にシート・ベル

トの着用を義務づける法案が審議された時と全く同じであるが、その法律が

成立して30年以上を経た現在、誰もその法律を廃止しろとは言わないと論じ

て
(106)

いる。また、自由民主党の John Leech議員が、2006年保健法によって公

的な場所および職場での禁煙を導入しようとした際にも、執行が困難だとの

主張はあったが、結果として、禁煙政策は十分に機能していると述べて
(107)

いる

ことに加え、労働党・協同組合党の Luciana Bergerは、啓蒙活動のみをも

ってこの問題を解決していくとするこれまでの政府の方針に異を唱える中

で、次のように述べている。

よりよい啓蒙活動をすることが必要であること、および市民の認識を改

善しなければならないとする大臣の発言には、賛成します。成人や親には、

責任ある行動をする義務があります。しかし、我々は、啓蒙活動と立法措置

が並行して行われた場合に、大きな行動変化をもたらすことができることを

経験的に知っています。だからこそ、我々は、運転中に携帯電話を使用しな

いことから、チャイルド・シートの使用を義務づけることまで、自動車内に

おいてできること、およびできないことに関する法をすでに有しているので

す。また、職場や公共の場における喫煙を違法とする禁煙立法がすでに存在

しているのも、その理由からです。自動車内における受動喫煙から児童を保

護するためのこの提案は、そうした先例の上に成り立っているの
(108)

です」。

一方、修正案に反対する立場の主張は、次のようなものである。

まず、私的な領域に国が干渉すべきでないとする意見としては、親は、国

よりも、自己の子にとって何が最善であるかを決定するよりよい立場にある

こと、および自由な社会では、人は、自己の不動産の中では、望むように行

動することができるのであって、自家用車が個人の不動産である以上、児童
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が同乗している自家用車の中での喫煙を望む者がいるのであれば、その者の

判断に任せるべきであり、国がそこに干渉すべきではないと
(109)

する保守党の

Philip Daviesや、「人は、自動車の中であると、外であるとを問わず、さら

に、家の中であろうと、他のどこであろうと、児童の近辺で喫煙すべきでは

ありませんが、それは、国が罰金と犯罪歴をもって脅すからではなく、愚か

な行動だからです。…我々は児童の健康および福祉の保護に共感するべきで

はありますが、［そのためには、］親を援助すべきであって、親にとって代わ

って、その役割を果たそうとすべきではありませ
(110)

ん…」とする保守党の

Tim Loughtonの主張がある。

こうした主張に対しては、Steve Reedが、法律を制定することは、しば

しば、競合する権利の間でバランスをとることであり、現在問題になってい

るのは、成人喫煙者の喫煙する権利と健康に成長する児童の権利とのバラン

スの問題であって、後者をより保護すべきとする修正案が、反自由主義的で

あり、過保護国家につながるものであると考えるのは、誤りであると反論し

て
(111)

いる。

次に、自動車内の喫煙に限って禁止する根拠がないとする主張としては、

狭い空間に閉じ込められている児童を副流煙にさらすことが犯罪となるので

あれば、喫煙する妊婦も罰せられなければならないのではないかとする

Tim Loughtonの
(112)

主張や、居住の用に供され得る移動住宅は、同時に輸送手

段でもあるが、自動車による移動が、通例、短時間であるのに対して、移動

住宅が居住のために使用されている場合には、はるかに長い時間、副流煙に

さらされることになることを理由として、児童を受動喫煙から保護する目的

のためにそこでの喫煙も禁止されるとなると、次には、家宅内での喫煙が禁

止されることになるだろうとする Philip Daviesの
(113)

主張がある。

これとは別に、喫煙だけを禁止することに合理的根拠がないとする意見も

ある。たとえば、保守党の Charles Walkerは、およそ、次のように述べ

て、修正案に反対している。すなわち、まず、この規定が実現されると、喫

煙しただけで、愛情ある親を犯罪者としてしまうことが懸念される。さら

國學院法學第53巻第1号 (2015) (148)41



に、繰り返してこの犯罪を行う親は、子を虐待していることになる。いずれ

にしても、どの年齢の誰に対しても車内における飲酒を禁じると同時に、ど

の年齢の誰に対しても喫煙を禁じるべきである。この修正案を推し進める

と、きわめて多くの親を犯罪者とすることになるであろうから、上に述べた

ようにすることの方がはるかに公正なやり方である。庶民院は、偽善に満ち

ており、「善人によって行われることだとは思われない」という理由で喫煙

を禁じることを望む一方で、自身の習慣でもあることから、酒類については

はるかに寛容な者が多くいる。ここにいる議員が、純粋に児童の福祉につい

て懸念しているのであれば、たばこではなく、酒類こそ問題であると気づく

べきで
(114)

ある。

また、保守党のAnne Mainは、次のように述べて、やはり、喫煙だけを

禁じることの不合理性を指摘している。すなわち、自動車内に２名の17歳の

者がおり、その一方が喫煙していた場合のように、処理が困難な事案があり

得る。喫煙後の煙が充満した自動車に児童を乗せることは、禁止の対象外と

なる。移動住宅で生活をしている者が、車内で喫煙をすれば犯罪となるが、

住宅であれば、子をあやしながら喫煙していても犯罪とはならない。このよ

うな例を探し出すことは容易である。であるならば、なぜ、児童の近辺で喫

煙することを、または喫煙そのものを禁止しないのか。それは、我々が、家

庭内に干渉することは自由に反すると考えるからである。しかし、自動車が

居住場所である者もいるのである。さらに、児童を保護したいのであれば、

肥満の原因となる食品を禁止すべきことになる。我々は、市民を啓蒙し、親

が、自己の子に最善のことをするようにすべきであって、制定法によって、

あらゆるリスクを存在しないようにすることはできないので
(115)

ある。

これらの主張に対して、たとえば、David Winnickは、つまらない例を

出して修正案を批判することは容易ではあるが、議会には、喫煙の影響から

児童を保護することができるのであれば何でも実施する責任があり、修正案

に機能する可能性があるのであれば、少なくとも、試してみる価値はあるだ

ろうと反論して
(116)

いる。
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最後に、執行の困難性に関する主張であるが、次のようなものがその典型

である。すなわち、取り締まり方法として、警察は、小さな児童が後部座席

に乗っていないか確かめるために走行中の自動車にできる限り近づくこと以

外には何もできないだろうこと、運転者が後部座席の同乗者が18歳以上であ

ると証明するのは、時に困難であること、および警察が自動車を停止させた

際に、運転者がたばこを投げ捨てた場合には、それまで運転者が喫煙してい

たことを立証するのは困難であることを指摘する Philip Daviesの
(117)

主張、な

らびに第１に、警察には、この問題に対処するに十分な資源がないことを認

識すべきであり、第２に、現行の道路運転規則（Highway Code）第1
(118)

48条

が、自動車内において運転者が喫煙することを禁じているので、修正案が適

用されるのは、運転者の行為ではなく、同乗者の行為ということになり、そ

れは、取り締まることがより困難だということを意味するとする、アルスタ

ー民主統一党の Ian Paisleyの
(119)

主張である。

また、Charles Walkerからは、この規定を実施すると、警察と取り締ま

りの対象となる者との対立を生じさせることになるが、それは、避けるべき

であるとする意見も出さ
(120)

れた。

これらの主張に対しては、Alex Cunninghamが、およそ次のように、詳

細な反論を展開している。すなわち、警察が、すでに、自家用車に関してい

くつかの職務を負っている事実を想起すること、および児童が同乗している

際の喫煙を違法とする政策の実施に要する付加的な費用は微々たるものであ

ると認識することが重要である。シート・ベルトの非着用も見つけることが

困難であるが、警察は、その法律が確実に遵守されるよう、日常的に運転者

および同乗者をモニタしている。2006年に12歳未満または身長135センチメ

ートル未満の児童についてチャイルド・シートの装着が義務づけられた（道

路運転規則第99条）際にも、それらは複雑だと考えられ、今回と同じような

懸念が表明されたが、成功裏に実施されている。したがって、警察官が自動

車内における喫煙を発見し、または、児童が同乗しているか否かを確認する

ことが余りにも困難であり、かつ過度の負担となるということは、理由には
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ならないし、そもそも、警察官の能力を過小評価している。実際のところ、

それは、適切なチャイルド・シートが使用されているかを確認するために着

席している児童の身長を計測するより、はるかに簡単で
(121)

ある。

また、David Winnickは、模範的な社会においては、常に、人ができる

こととできないことについて様々な規則を定めることが必要とされていると

した上で、この修正案の執行が困難であることは認めるし、その困難さを過

小評価するつもりはないが、試してみる価値はあるし、公衆衛生に関わる多

くの組織が賛成している以上、どれほど執行が困難であっても、市民は、こ

の修正案が議会によって可決されたものであるという事実を受け容れ、それ

が遵守されるようにしようとするだろうと
(122)

述べ、さらに保守党のAndrew
 

Selousは、適切に執行されていない法律も多々存在するが、たとえば、そ

うした法律の一例である運転中の携帯電話等の使用の禁止を廃止すべきだと

主張する者はいないとし、加えて、完全な世界であれば、啓蒙活動だけで状

況を改善し得るだろうし、そうする必要がないのであれば、何かを禁止する

ことは控えるべきだが、毎日、多くの児童が受動喫煙を受忍させられている

以上、その状況を改善する立法が必要である旨を主張して
(123)

いる。

なお、Ellison政務官は、この種の立法の効果は、摘発された者の人数で

はなく、副流煙にさらされる状況が減少したか否かで判断すべきであるとす

る政府の一般的な立場を示
(124)

したが、審議の終わり近くになって発言した

Cunninghamによって、一部の州ですでに同様の制度を導入しているカナ

ダにおけるある調査では、実施後、比較的短い期間で、受動喫煙が減少し、

喫煙場所が家宅内に移動するといった効果も認められなかったことが指摘さ

れて
(125)

いる。

以上のような審議を経て、最終的に、この修正案は、その他の修正案と切

り離して、単独で採決にかけられ、376対107の賛成多数で可決さ
(126)

れた。ただ

し、このようにして成立した2014年法第95条は、あくまでも大臣に対して、

自家用輸送手段内での喫煙を禁じる規則を制定する権限を付与しただけであ

るので、具体的にどのような規制がなされるかは、制定される規則の内容次
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第ということになる。そこで、次に、その規則制定の経緯と内容を見ること

にする。

⑺ 意見聴取

2014年法第95条が成立したことを受け、保健省は、禁煙（自家用輸送手

段）規則［Smoke-free (Private Vehicles)Regulations］案を作成し、

2014年７月15日から８月27日まで、意見聴取を実施した。

規則案は、2006年保健法の禁煙規定を拡大し、未成年者が同乗する自家用

輸送手段内において喫煙すること、およびそれを制止しないことを犯罪とす

るものであり、自家用輸送手段内における受動喫煙による健康への害から児

童を保護すること、受動喫煙から児童を保護しようとする喫煙者の行動を奨

励すること、および、ひいては、受動喫煙が原因である児童の健康不良を減

ずる結果につなげることを目的とする。意見聴取のために発行されたコンサ

ルテーション・ドキュメントは、『2012年イングランドにおける青少年の喫

煙、飲酒および薬物使用（Smoking,Drinking and Drug Use among Young
 

People in England in 2012）』を引いて、調査対象となった11歳から15歳ま

での中学校（254校）の生徒7,589名のうち、前年に副流煙にさらされた経験

のある者は全体の67％にのぼり、55％は、他者の家宅内において、43％は、

自己の家宅内において、30％は、他者の自動車内において、および26％は、

自己の家の自動車内において副流煙にさらされて
(127)

おり、また、自動車内にお

ける喫煙は、窓を開け、または空調機を働かせてもなお、煙が滞留するの

で、高い濃度の副流煙をもたらし、したがって、喫煙時間が短くとも、相当

量の副流煙にさらされることになる事実を指摘して
(128)

いる。

そうした家宅および自動車内における受動喫煙の問題に対して、保健省

は、ソーシャル・マーケティングを利用して、自家用車および家宅内におけ

る親およびそれ以外の喫煙者の喫煙行動を変化させるための啓蒙活動を実施

してきており、今後も、引き続き、実施していく予定であるとして
(129)

いる。

さて、以上のような事実を背景として作成された規則案の具体的な内容

は、次のとおりである。
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まず、閉ざされており、２人以上が乗っており、かつ、同乗者に未成年者

がいる自家用輸送手段の全部または一部は、禁煙とすることが求められる

（第２条第⑴項）。「閉ざされている」ことの定義は、すでに業務用輸送手段

について存在する規則同様、「屋根およびドアまたは開けることのできる窓

によって全体的に、または部分的に囲まれている状態とされる（第２条第⑵

項）。さらに、屋根には、キャンバス地、織り地、その他の被覆材を含む、

車輌の全部または一部を覆うことのできる固定式もしくは可動式の構造物ま

たは装置が含まれるが、それらが完全に収納でき、車輌の全部または一部を

覆わない場合には、屋根にはならない（第２条第⑶項および第⑷項）。した

がって、コンバーティブル車やオートバイは、規則の適用対象から外れるこ

とになる。

また、自家用輸送手段とは、2006年保健法によって禁煙の対象とされてい

ない路上輸送手段、すなわち、次のいずれにも該当しない路上輸送手段とさ

れる（第１条第⑶項）。

① 対価が支払われる、または賃借りされていると否とを問わず、公衆ま

たは公衆の一部により利用される。

② 利用時間が異なり、または間欠的であっても、２人以上の者により、

有給または無給の業務のために利用される。

なお、輸送手段の所有者、または、特定の旅程に限定されずにある輸送手

段を使用する権利を有する者が、主として私的な目的のために当該輸送手段

を利用する場合には、有給または無給の業務のために利用されることにはな

らない。

また、自家用の航空機、船舶およびホバークラフトも適用除外とされるこ

とは、業務用の輸送手段と同じである（第２条第⑸項）。

人およびその所有物を輸送でき、かつ、利用者に対して、移動性をともな

う生活の場を提供することを可能とするような設備を常設した輸送手段とし

て、トレーラー・ハウスやキャンピングカーがあるが、これは、道路外にお

いて移動させない状態にある限りにおいて、キャンピングカーのように駆動
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装置を有すると、またはトレーラー・ハウスのように駆動装置を有しないと

に関わらず、この規則の適用を受けない。なお、「道路」の定義については、

1988年道路交通法第192条の規定に従い、公道および公衆がアクセスできる

その他の道であるとされ、公道またはその他の道がその上を通過する橋も含

まれるものとされる。公衆がアクセスできるその他の道が含まれるため、路

肩（verge）、待避車線（lay-by）および駐車場も含まれ得る（第１条第⑶

項）。

そして、業務に供される輸送手段については、2012年喫煙禁止（表示）規

則によって、禁煙であることを明示する標識を設置する必要があったが、こ

の規則が適用される自家用輸送手段については、その必要はない（第３条）。

次に、いかなる行為が犯罪とされるかであるが、基本的には、2006年保健

法に基づいて禁煙とされる業務用の輸送手段と同じである（第４条）。すな

わち、禁煙とされる自家用輸送手段内で喫煙をすることはもちろんである

が、当該輸送手段の運転者は、2006年保健法第８条の規定により、当該輸送

手段内において喫煙をしている者に対して喫煙を止めさせる義務を負ってい

るので、それを怠る場合も、やはり犯罪とされる。なお、規則案には、年齢

に基づく適用除外が規定されていないので、上記のいずれかに該当する場合

には、年齢に関わりなく犯罪につき有罪とされ得る。ただし、未成年者が単

独で自家用輸送手段を運転し、かつ喫煙する場合には、「２名以上が乗る」

という要件を満たさないので、規則案の適用対象とはならない。

上記の罪を犯した者に対する罰則として、禁煙とされる自家用輸送手段内

で喫煙をした者については、刑罰基準スケール第１級以下の罰金が、喫煙を

制止しなかった者については、第４級以下の罰金が、それぞれ科されるが、

執行権限を有する者の裁量により、反則告知書の交付で処理されることもあ

る。この場合、交付を受けた者は、50ポンドの違反金を支払うか、それを拒

否して、裁判所における審理を受けるか、選択することができる。

起訴された場合に利用できる抗弁についても、2006年保健法の規定が準用

され、禁煙とされる自家用輸送手段内で喫煙をした者については、禁煙であ
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ることを知らず、かつ、それを知ることが合理的に期待できないこと、喫煙

を制止しなかった者については、喫煙を制止するための合理的な措置を講じ

たこと、喫煙している事実を知らず、かつ、それを知ることが合理的に期待

できないこと、および義務を遂行できないその他の合理的な理由が存するこ

とが、それぞれ抗弁となる。

2006年保健法第１部第１章の目的のために、各警察の上級警察官（chief
(130)

officers）が、その管轄圏内においては、この規則の執行機関となる（第５

条）。これは、道路交通安全を目的とした既存の法に基づいて、警察官が、

犯罪の嫌疑がある場合に、車輌の停止を求めることができるためである。規

則案に基づき、地方政府の権限を有する職員も執行機関となり得るが、走行

中の車輌を停止させることはできないとさ
(131)

れる。それでも、コンサルテーシ

ョン・ドキュメントにおいては、2006年保健法に基づく禁煙政策と同じよう

に、高い遵守率を達成するためにも、それらの職員が警察と協働することが

重要であると記されている。

なお、この規則の効果については、起訴され、または処罰された者の数で

はなく、喫煙者を含む市民の行動および態度ならびに健康状態における変化

を基準としてはかられることが特記されて
(132)

いる。

コンサルテーション・ドキュメントと同時に公表された規則案の影響評価

では、「副流煙が、その濃度が非常に高くなり得る自動車内において、児童

の健康に対して悪影響を及ぼすことを防止するためには、政府の介入が必要

であると信じられて」おり、さらに「成人の同乗者とは違い、副流煙にさら

されることになる自動車から降りるという選択肢を行使しがたい」児童に代

わって権利を実現するためにも介入が必要であるとした上で、①現在実施さ

れている啓蒙活動以外には何もしない、または②現在実施されている啓蒙活

動に加え、２種の新たな犯罪の導入を含めて、現行の禁煙立法が、自家用輸

送手段にも適用されるようにするという、２つの政策上の選択肢を設
(133)

定し、

それぞれの選択肢について、コストとベネフィットを概算している。それに

よると、もちろん、新たな施策を一切とらない第１の選択肢については、コ
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ストもベネフィットも生じないが、第２の選択肢については、以下のような

コストとベネフィットが、それぞれ存在するとさ
(134)

れる。

まず、コストについては、新たな犯罪を導入することによって、裁判手続

きに関して、35万2,000ポンド、警察関係では、反則告知書１通あたり50ポ

ンド、総計で86万ポンド、運転者が支払う罰金の処理についても、86万ポン

ド、トータルで約210万ポンドのコストが発生すると、見積もられている。

一方のベネフィットの方は、喫煙に関連する疾患の治療のための国民健康保

険の支出が減少し、その分を他の疾患の治療に充てることができるので、質

調整生存年（Quality-adjusted life-year）が540から1,087までの間で増加

し、それぞれが６万ポンドの金銭的価値があるとすると、総計で3,200万ポ

ンドから6,500万ポンド、運転者が支払う罰金から得られる歳入増が86万ポ

ンド、総計で3,290万ポンドから6,590万ポンドのベネフィットが見込めると
(135)

する。

以上のような規則案について、意見聴取のために、以下の６つの問いがた

てられている。すなわち、①規則により新たに導入される犯罪について意見

はあるか、②移動住宅について、住居として使用されている場合には規則の

適用を受けず、輸送手段として使用されている場合には適用を受けることに

ついてどう考えるか、③規則案の執行について意見はあるか、④規則案の実

効性について、特に主張すべきことがあるか、⑤児童が同乗する自家用輸送

手段内での喫煙を禁止することが、健康格差を減じることを示す追加の証拠

があるか、および⑥この規則案の影響評価について、推測および評価を補完

し得る証拠または情報があるかである。

⑻ 意見聴取に対する回答と政府の対応

上記意見聴取に対して、201の回答がよせられ、そのうちの118（59％）

が、保健機関または地方政府といった組織からの回答で、市民からの回答は

61（30％）であった。また、11の回答者は、たばこ業界と直接または間接の

つながりを有して
(136)

いた。

回答者の78％は、規則案を支持し、とりわけ組織からの回答の90％が、規
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則案の内容に賛意を示した。規則案に反対の意思を表したのは15％で、残る

約７％の立場は不明である。市民からの回答には、賛否双方が見られた。規

則案に反対するものも、すべて、規則案の意図するところには賛同の意を示

した。議会での議論同様、児童の受動喫煙を減じることの重要性には、すべ

ての回答者が賛同するものの、その方法について意見の不一致があったので

ある。また、規則案に賛成する回答者の中にも、同乗者がいる場合には、そ

の年齢に関わらず禁煙にすべきだとする意見があるなど、バリエーションが

見られた。さらに、規則案に代わってか、または規則案と並行してかの違い

はあっても、この問題に対処する方策としての啓蒙活動の重要性は、回答者

のすべてが認めるところであった。

回答をよせた組織の１つである自動車協会（Automobile Association）

は、2014年８月に独自の調査を実施し、その結果、会員の約70％が規則案を

支持していることが判明したことを示し、喫煙者を対象として、同様に独自

の調査を行ったたばこ製造業者協会は、独自調査への回答者の12％が、児童

が同乗している場合であっても喫煙を継続するだろうと回答し、70％以上の

回答者が規則案は執行が困難か、または不可能であると回答したとする結果

を回答に付記してきた。

問い毎の回答を見ると、まず、規則により新たに導入される犯罪について

は、その内容に賛成する回答が多かったものの、未成年者をも処罰の対象と

していることには、たとえば、実際問題として、未成年者に多額の罰金を支

払えるか疑問であると回答するなど、少なからず懸念と疑問が示された。そ

して、年齢に基づく適用除外を設けることや、同乗者の年齢を自動車運転可

能最低年限にあわせて、16歳以下にすべきとする対案が示された。一方、喫

煙者が未成年者であった場合には、運転者により重い責任を負わせるべきだ

とする回答もあった。

これに対して、現行の禁煙政策に基づくと、禁煙とされている公共の場等

で喫煙をした場合には、年齢に関わらず処罰の対象となることから、それと

制度内容をあわせる必要があるとするのが、政府の考えである。しかし、執
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行に柔軟性を持たせることには同意し、事実、現行の禁煙政策および規則案

の双方ともに、執行機関に、刑事裁判にかけるのではなく、反則告知書の交

付をもって事案を処理する裁量を与えており、また、現行の禁煙政策のもと

におけるこれまでの経験によれば、刑事裁判になる例は多くないだろうとし

ている。

次に、移動住宅については、多くの回答者が、他の輸送手段と等しく、規

則を適用すべきであるとしたのに対し、少数ではあるが、それはプライバシ

ーの侵害になると回答し、または、そもそも自身の家宅や自動車内で個人が

することを規制する立法をすべきでないと回答するものもあった。特に、ロ

マのように移動しながら生活をしている者の権利を侵害する潜在的な危険性

については、規則案の定義で十分に防止できるとする意見と、不公正な偏見

を防止するためにもいっそうの明確化が必要であるとする意見とにわかれ

た。

政府は、この規則がロマのような集団に特に影響することを認識しつつ

も、そのコミュニティで生活する児童にも他と同様の保護を与えるべきであ

ると考えているとしている。しかし、移動住宅が路上に駐車し、かつ住居と

して使用されている場合もあることが明らかになったので、新たな適用除外

を追加する予定であることを明示した。

第３に、規則案の執行についてであるが、まず、執行機関に関しては、多

くの回答者が、執行機関としては警察が最適であるとしている。警察にこれ

以上の職務を付加するのは望ましくないとする回答も少なからずあったが、

現行の禁煙政策のもとですでに執行の経験を積んでいる地方政府との協働に

よって、警察の負担を軽減することができるだろうとも指摘されている。な

お、執行に関しては、具体的に、いくつかの問題点が指摘されている。たと

えば、走行する自動車内で喫煙しているか否かをどのように判断するのか、

車内に児童がいることを視認できるか、年齢について虚偽の情報が与えられ

た際に、どのように真偽を確かめるのか、たばこと電子たばこを見誤る可能

性はないかなどである。さらに、運転者がたばこを隠そうとし、そのことが
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運転中の注意を散漫にさせる危険性も指摘されており、そうしたことから、

規則案の執行可能性を疑問視する回答や、執行を容易にするために、適用対

象をすべての輸送手段に拡大した方がよいといった提案もあった。その一方

で、規則案は、広く市民に支持されているので、市民は、自主的に遵守する

だろうとの回答もあった。

これらの回答について、政府は、すでに述べた移動住宅の扱いや、ここで

提起された問題点への対応も含め、執行機関の間で情報を共有すべく、ガイ

ドラインを策定するとしている。

第４の問いである規則案の実効性については、ほとんどの回答者が、規則

案は、児童の受動喫煙の危険性だけでなく、禁煙に関する法がかわったこと

をも周知させる啓蒙活動によって後押しされるべきだとしている。さらに、

複数の回答者が、他のたばこ規制立法にもおかれている、規則の効果測定の

要件を含めるべきであるとしている。

政府の対応は、規則に関する啓蒙活動および効果測定の重要性は十分に理

解しており、啓蒙活動については、現在実施されているものに加えて、規則

の施行前に、規則の内容の周知を目的としたソーシャル・マーケティングを

行い、また、効果測定については、施行から５年以内にそれを実施する要件

を含めるというものである。

最後に、規則案が健康格差を減じることを示す証拠、および規則案の影響

評価を補完し得る証拠または情報であるが、前者については、喫煙する親や

親類のもとで育った子は、自身も喫煙者となる蓋然性が高く、したがって、

規則案には、青少年が喫煙を始めることを減じる効果があるであろうことを

示す調査結果がよせられ、後者については、子どもの受動喫煙を減じるこ

と、喫煙をめぐる社会の規範を作りかえられること、ならびに喫煙が原因の

交通事故および路上の吸い殻を減少させることといった、ベネフィットの指

摘があった。その他、格差の問題については、ロマに対する不当な影響がな

いよう保障すべきであること、および、症状の緩和のためにニコチンを要す

る一定の精神疾患を有する者に規則が不利に働く可能性があることの指摘が
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あり、影響評価については、児童が同乗する自動車内で喫煙する者の数は主

張されているより少なく、したがって、規則案は均衡を失しているとの回答

があった。

政府は、健康格差について、この規則案が、喫煙率の高い社会層に属する

青少年の健康により大きな効果をもたらし、喫煙が原因である健康格差を縮

小する助けとなるだろうこと、およびこの規則案が、違法な差別等を創出

し、または増進させることはないと評価していると回答している。さらに、

影響評価については、引き続き、受動喫煙が健康に対する重大な危険であ

り、副流煙には危険のないレベルなど存在しないと考えている旨を述べてい

る。なお、政府としては、この政策が経済活動には影響しないことを最終的

に確認したいとして
(137)

いる。

⑼ 内 容

以上の過程を経て、2015年２月12日に議会の承認を得て成立した、2015年

禁煙（自家用輸送手段）規則（Smoke-free (Private Vehicles)Regula-

tions
(138)

2015）は、次のような内容を持つ。

(児童の同乗する自家用輸送手段－2007年禁煙（適用除外および輸送手段）

規則の改正）

第２条

第⑴項 2007年禁煙（適用除外および輸送手段）規則第11条は、次の各項

が規定するように改正される。

第⑵項 第⑴項の後に、次のような第(1A)項を挿入する。

「第(1A)項 第⑴項の規定によって禁煙とされない輸送手段、または当

該輸送手段の一部は、次の各号の要件をすべて満たす場合には、禁煙と

される。

⒜号 閉ざされていること

⒝号 当該輸送手段内に２名以上の者が乗っていること

⒞号 当該輸送手段内に18歳未満の者が乗っていること」

…
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第⑸項 第⑹項の後に、次のような第⑺項および第⑻項を付加する。

「第⑺項 第(1A)項は、次の各号に掲げる輸送手段には適用されない。

⒜号 駆動装置を有すると有しないとに関わらず、道路外において移動

させない状態にある移動住宅

⒝号 駆動装置を有すると有しないとに関わらず、道路上において移動

させない状態にあり、かつ居住施設として利用されている移動住宅

第⑻項 この条における定義は、次に定めるものとする。

「駆動装置を有しない移動住宅」とは、路上での使用が企図され、かつ、

移動性をともなう居住空間を提供する被牽引車をいう。

「駆動装置を有する移動住宅」とは、旅客およびその所有物を輸送するた

めに建造または改造された自動車で、かつ、その利用者に対して、常設

の施設として、移動性をともなう居住空間を提供することを可能とする

ために合理的に必要な設備を有するものをいう。

「道路」とは、1988年道路交通法第192条第⑴項において定義されるもの

をいう」。

(禁煙表示－2012年禁煙（表示）規則の改正）

第３条

第⑴項 2012年禁煙（表示）規則は、次の各項が規定するように改正され

る。

第⑵項 第１条第⑶項
(139)

⒝号は、削除される。

…

(反則告知書）

第４条 2007年禁煙（適用除外および輸送手段）規則第11条第(1A)項によ

って禁煙とされる輸送手段に関して、人が2006年保健法第８条第⑷項に基

づく罪を犯したと信じる理由がある場合には、執行機関の権限を有する職

員は、当該罪に関して、その者に反則告知書を交付することができる。

…

(執行方法－2006年禁煙（対象施設および執行方法）規則の改正）
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第６条

第⑴項 2006年禁煙（対象施設および執行方法）規則は、次の各項が規定

するように改正される。

第⑵項 第３条第⑸項の後に、次のような第⑹項および第⑺項を付加す

る。

「第⑹項 各警察署の上級警察官は、2006年保健法第１編第１章の目的の

ために、執行機関に指定される。

第⑺項 第⑹項に基づいて指定された執行機関は、次の各号に掲げる条件

を満たす輸送手段に関して、執行権限を有する。

⒜号 2007年禁煙（適用除外および輸送手段）規則第11条第(1A)項に

よって禁煙とされていること

⒝号 該当する警察署の管轄内にあること」

(評価）

第７条

第⑴項 評価期間が終了する前に、担当大臣は、次の各号に掲げる事項を

実施しなければならない。

⒜号 この規則の評価

⒝号 評価の結果を示す報告書の作成

⒞号 報告書の公表

第⑵項 報告書には次の各号に掲げる項目が含まれていなければならな

い。

⒜号 この規則が創出する規制により達成されることが意図されている

目的の記述

⒝号 当該目的が達成された範囲の評価

⒞号 当該目的が引き続き適切であることの評価、および適切である場

合には、より緩和された規制によって達成され得る目的の範囲

第⑶項 評価期間」とは、この規則の施行日から起算される５年の期間

をいう」。

國學院法學第53巻第1号 (2015) (134)55



意見聴取の際に示された規則案が、全体として、単独の規則の体裁であっ

たのに対し、成立した規則は、主として、既存の規則を改正する形をとって

いる。内容的に大きくかわった点として、まず、規則案では、移動住宅が適

用除外となるのは、道路外にあって、移動させない状態にある場合のみとさ

れていたが、2015年禁煙（自家用輸送手段）規則では、道路上にあっても、

居住施設として使用されている場合には適用除外とされるようになった。さ

らに、規則案にはなかった、規則自体の評価に関する規定が盛り込まれた。

これらは、すでに見たように、みな、意見聴取に対する回答を受けての変更

で
(140)

ある。

それ以外は、児童が同乗している自家用輸送手段内で喫煙をすること、お

よび当該輸送手段内における喫煙の制止を怠ることが犯罪となること、年齢

に基づく適用除外が規定されていないこと、罰則として、禁煙とされる自家

用輸送手段内で喫煙をした者については、刑罰基準スケール第１級以下の罰

金が、喫煙の制止を怠った者については、第４級以下の罰金が、それぞれ科

されること、執行権限を有する者の裁量により、裁判所による審理に代え

て、反則告知書の交付で処理され得ることなどは、規則案の内容とかわらな

い。

なお、この規則の施行日も、2015年10月１日である。

(１) C 6.

(２) たとえば、貴族院による法案修正を庶民院で審議する際の Philip Daviesの発言

など。575 Hansard (HC)［10 Feb 2014］col 614.

(３) たとえば、上述 Philip Daviesの発言に対する、David Winnickの発言など。

Id.,col 626.

(４) たとえば、Alex Cunninghamの発言など。Id.,col 620.

(５) 拙論、イギリスにおけるたばこ規制、國學院法学第50巻４号（2013年３月）およ

び第51巻１号（2013年７月）と重複する説明は、必要最小限にとどめたので、2013年

以前のたばこ規制とその成立の経緯については、拙論を参照していただきたい。

(６) 表0-1は、イギリス歳入および関税庁（HM Revenue& Customs）が公表してい

るデータおよび2013年から2015年の予算法［Finance Act］の内容に基づいて筆者が
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作成した。https://www.gov.uk/tobacco-products-duty（2015年７月１日アクセ

ス）および Finance Act 2013(c 29)s 181,Finance Act 2014(c 26)s 77& Finance
 

Act 2015(c 11)s 55.

(７) Her Majesty’s Treasury,Budget 2010,Securing the recovery:Economic and
 

Fiscal Strategy Report and Financial Statement and Budget Report［24 Mar 2010］

para 5.85.

(８) Her Majesty’s Treasury,Budget 2014［19 Mar 2014］para 2.141-2.142& Her
 

Majesty’s Treasury,Budget 2015［18 Mar 2015］para 2.147.

(９) Her Majesty’s Treasury,Budget 2011［23 Mar 2011］para 2.125.

(10) Tobacco and Primary Medical Services(Scotland)Act 2010(asp 3)s 6.

(11) 569 Hansard (HC)［28 Oct 2013］col 731-736.

(12) Id.,col 736.

(13) Ibid.

(14) 750 Hansard (HL)［4 Dec 2013］col 274-280.

(15) Amendment 56NC.

(16) 5,000ポンド以下の罰金に相当する。なお、刑罰基準スケールに基づく罰金額に

ついては、2012年法律扶助および犯罪者の処罰に関する法律（Legal Aid, Sentenc-

ing and Punishment of Offender Act 2012,c 10）第87条がそれを制令によって改定

する権限を担当大臣に付与しており、2014年には、2012年法律扶助および犯罪者の処

罰に関する法律（略式起訴犯罪の刑罰基準スケールの改定）令（Legal Aid, Senten-

cing and Punishment of Offender Act 2012 (Amendment of Standard Scale of
 

Fines for Summary Offences)Order）案が作られ、第１級が200ポンドから800ポン
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(22) Ibid.
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(40) Explanatory Memorandum to the Nicotine Inhaling Products (Age of Sale and
 

Proxy Purchasing) Regulations 2015 and the Proxy Purchasing of Tobacco,
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(41) Id.,para 7.23.
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ツを行うグループもある。喫煙と健康に関する超党派議員グループは、1976年に設立
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Faulkner、Alex Cunninghamおよび Baroness Finlayなどがメンバーとして登録さ

れている。なお、グループの事務運営が外部の組織に委託されることも少なくなく、
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College of Physicians）によって設立されたAction on Smoking and Healthが事務
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Private Vehicles Bill）が、2012-2013年会期に、保守党所属の Lord Ribeiroにより

貴族院に提出されている。この時には、貴族院を通過し、庶民院では第２読会まで進

んだものの、そこで審議未了の廃案となっている。また、Lord Ribeiro法案の庶民
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(46) All Party Parliamentary Group on Smoking and Health,Inquiry into Smok-

ing in Private Vehicles［2011］.
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ると指摘している。Id.,para 16.
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在でも54％であるとされる。Id.,para 37.

(49) Id.,8-13.

(50) 561 Hansard (HC)［25 Apr 2013］col 755-759.

(51) New clause 17.

(52) 564 Hansard (HC)［11 Jun 2013］col 158.
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(61) Id.,col GC407-GC408.
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